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みなさまが思い描く、
明るい未来へ。
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SBI生命の
企業理念

私たちは生命保険事業を通じ、
人々の不安を解消することで、

それぞれ一人ひとりの思い描く明るい未来に向かって
「チャレンジできる人生」を支援し、

豊かで快適な生活と経済の発展に寄与します。

私たちは、
Vision、 Mission、 Core Value を指針とし、

変化し続ける環境に
革新的発想で挑戦し続けます。

生命保険のイノベーターへ！
私たちは、ご契約者さまの保
険契約を守り続けるとともに、
多様なライフスタイルに合っ
た商品・サービスをお届けする
生命保険業界の革新者を目指
します。

私たちは、自由な発想をもと
に、お客さまに「一人ひとりが
持つ不安を解消し、チャレンジ
できる人生」を支援することを
使命とします。

Vision
将来像

Mission
存在意義

Core Value
基本的価値観

常に誠実に行動し、約束と期待を
実現します。

Commit
多様なステークホルダーのニーズ
と期待を理解し、敬意と思いやり
を持って対応します。

Respect

革新を追求し、機会の創出に挑戦
します。

Innovate & Create
信頼関係とチームワークで結ばれ
たオープンな組織作りを推進し
ます。

Collaborate

正　式　名　称  SBI生命保険株式会社 
 　（英文表記：SBI Life Insurance Co., Ltd.）
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■ 会社概要

■ 2017年度（平成29年度）主要指標

1,172.2%
222億円
82億円

1,253億円
5,542億円

CONTENTS

（2018年3月31日現在）

本誌は、保険業法第111条に基づいて作成したディスクロージャー資料です。 
金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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SBIグループは、
お客さまのあらゆるニーズに応える
総合企業グループです。
SBIグループでは、ネット証券やネット銀行、保険などの金融サービス
事業、ベンチャーキャピタルなどの投資事業、さらにはバイオ関連事業に
いたるまで、多岐にわたる事業をグローバルに展開しています。

経営資源を有効に活用し、グループ内のビジネス・ノウハウを有機的に
結びつけた“シナジー”を追求し発揮することで、より強い企業グループ
を構築しています。
そして、時代の変化をとらえ、お客さまのあらゆるニーズにお応えする
新しいサービスをそれぞれのビジネスで生み出し続けています。

これからもSBIグループは、「顧客中心主義」を徹底し、世の中に新たな
価値を届けるため、グローバルに事業を展開してまいります。

金融サービス事業
多種多様な金融関連事業およ
び金融商品等の情報提供に関
連する事業を行っています。

「SBI」とは、Strategic Business Innovator
～戦略的事業の革新者～の頭文字です。
「顧客中心主義」を徹底し、常に時流を捉え、
お客さまのニーズにお応えする商品やサービス
を開発・提供するため、日々挑戦し進化する
革新者であり続けます。

SBIインシュアランスグループ株式会社はSBIグループの
保険持株会社として、2017年3月に営業を開始しました。
SBIグループにおける保険事業の統括および企業価値の
向上にむけたグループ運営全般を担っています。

SBIインシュアランスグループ

SBIグループ 保険持株会社

保険

証券 銀行

生命保険業：定期保険
 終身医療保険
 団体信用生命保険

少額短期保険業：死亡保険
 医療保険
 ペット保険

Insurance Group

少額短期保険業：地震補償保険
少額短期保険業：賃貸住宅保険
 車両専用のバイク保険
 自転車保険

損害保険業：自動車保険
 がん保険
 火災保険

SBI少短保険ホールディングス

少額短期保険持株会社

当社グループ保険事業の体制図

Strategic Business Innovator

アセットマネジメント事業
国内外のIT、バイオ、環境・エネル
ギーおよび金融関連のベンチャー
企業等への投資に関する事業のほ
か、資産運用に関連するサービス
の提供を行っています。

バイオ関連事業
医薬品の研究開発のほか、健康食
品、化粧品の分野でもグローバル
に事業展開をしています。

展開国・地域数 約20ヵ国・地域
総投資残高 3,327億円
グループ顧客基盤 2,347万人
グループ会社数 230社
 （2018年3月31日現在）

企業文化のDNA
どのような事業環境においても、SBIグループが継承するべきだと考えて
いる企業文化のDNAが4つあります。
それは、失敗を恐れず常に新しいことにチャレンジし続けるために「起業
家精神を持ち続けること」、常に迅速な意思決定と行動をする「スピード
重視」、過去の成功体験に捉われず創造的精神を発揮しつづけるために
「イノベーションを促進すること」、環境の変化を敏感に察知し、柔軟に
適応して「自己進化し続けること」です。
これら4つのDNAを踏まえた企業文化を構築し、継承していくことで、
持続的に成長する強い企業グループが維持されると考えています。

Group
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生命保険のイノベーターを目指して
■ ごあいさつ

顧客中心主義に基づく業務運営方針

SBIグループは、1999年の創業当初からお客さま
の利益を最優先する「顧客中心主義」を貫き、イン
ターネットをはじめとする革新的な技術を積極
的に活用することで、より好条件の手数料・金利
でのサービス、金融商品の一覧比較、手数料の明
示、魅力ある投資機会、安全性と信頼性の高いシ
ステム、豊富かつ良質な金融コンテンツ等、真に
お客さまの立場に立った金融サービスの提供に
努めてまいりました。

SBIグループの一員であるSBI生命（以下「当社」）
は、生命保険事業を通じ、人々の不安を解消する
ことで、一人ひとりの思い描く明るい未来に向
かって「チャレンジできる人生」を支援して行き
たいと考えております。当社は、長期にわたる保
険契約をお守りするため健全な保険経営を維持
していくとともに、「顧客中心主義」のより一層の
徹底を図り、お客さまが真に求める生命保険サー
ビスの開発・提供に努め、お客さまの声を経営や
サービスに活かすための取組みを今後も継続し
て実践してまいります。

1. 「顧客中心主義」の徹底

2. 「お客さまの声」を活かす取組み

3. 最適な保険商品・サービスの提供

4. 分かりやすい情報提供

5. 適正かつ迅速な保険金・給付金等の支払い

6. 利益相反の適切な管理

7. 本方針を役職員に浸透させる枠組み

（顧客中心主義に基づく業務運営方針より抜粋）
詳しくは当社ウェブサイトをご参照ください。 https://www.sbilife.co.jp/corporate/compliance/gyoumu.html

日頃よりSBI生命をお引き立ていただき、誠にあり
がとうございます。

SBI生命は、インターネット金融サービスのパイオ
ニアであるSBIグループの一員です。常にお客さま
の本当のニーズはどこにあるのかを考え、お客さま
の長期的な利益に適う革新的な商品やサービスの
ご提供を目指しています。

個人保険では、2016年に発売したインターネット申
込専用定期保険「クリック定期！」が、シンプルな保
障内容とお手ごろな保険料で、お客さまに大きなご
支持をいただいています。入院治療から在宅医療ま
で保障する終身医療保険「も。」は、業界に先がけて
在宅医療に注目した商品として、お客さまのご評価
を得ています。

2017年には、もう１つの事業の柱である団体信用生
命保険の取扱いを開始いたしました。全疾病に対応
する「団体信用就業不能保障保険」と、先進医療給
付金等の特約が充実した「団体信用生命保険」は、
住宅ローンを借りるお客さまに大きな安心をご提供
しています。2018年からは、団体信用生命保険の取
扱いにおいて、全国の地域金融機関との提携を開始
いたしました。地域創生をテーマに地域の金融機関
のニーズを汲み取り、商品・サービスとしてすばやく
具現化し、金融機関の個性を発揮できるよう支援し
てまいります。

一方で、SBIグループと連携して次世代ヘルスケア商
品の開発を視野に入れ、FinTechへの取組みを推進
しています。FinTech活用の目的は、病気にならない
ように「健康管理や健康増進をサポートすること」

と、万が一病気になってしまった場合には「時間と
空間を超えた最高の医療をご提供すること」の2つ
です。前者の例としては株式会社FiNCが開発した
スマートフォン用健康管理アプリをご契約者さま
全員にご提供しています。また後者を実現するため
に、近畿大学と連携し、人工知能を活用したがん
遺伝子パネル検査の実施可能性を問う臨床研究を
行っています。今後これらの具体的な取組みを一層
加速してまいります。

SBI生命は今後、生命保険商品をご提供するだけ
ではなく、お客さまの健康のために寄与する企業を
目指してまいります。健康長寿社会の実現を目指し、
そもそも病気にならない、もし病気になっても、
それを軽減させる支援をするのがこれからの生命
保険のあり方だと考えています。

これからも当社は、SBIグループの一員として革新的
な発想を重視し、変化し続ける時代の流れを着実に
捉えることで、生命保険業界の革新者＝イノベー
ターとの評価を得られるよう努力してまいります。

今後ともご愛顧を賜りますよう心よりお願い申し
上げます。

2018年7月

SBI生命保険株式会社
代表取締役社長
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 内　容 相談（問い合わせ） 申し出（各種手続き） 苦　情 合　計

お客さまにご満足いただくために

 件　数 26,044 14,392 287 40,723

       

 アンケート送付総数
 1,288
 返信数（返信率）
  501（38.9％）

87.9%

評価5と評価4の
満足度合計

評価5
35.4%

評価4
52.5%

評価3
9.5%

評価2
2.1%

評価1
0.5％

実施の趣旨
お客さまからお寄せいただくご意見・ご要望は当社
のサービスを改善していくうえでの貴重な財産
です。お客さまにとってより良いサービスをご提供
するために、給付金請求のご連絡からお支払に至る
までの対応について、給付金をお支払いたしました
お客さまへアンケートを実施いたしました。

調査方法
給付金お支払のご案内にアンケート用紙および
返信用封筒を同封し、当社に対するご意見を伺い
ました。

調査期間
2017年10月1日～2018年3月31日。

総合評価
アンケートは5段階評価とし、評価5と4のお客さま
が全体の87.9％でした。

■ 全体集計結果について（2017年10月1日～2018年3月31日までの実施分）

お客さま満足度アンケートの集計結果 （給付金のご請求手続きに関して）

2017年度お客様コンタクトセンター受付件数
●2017年度お客様コンタクトセンター受付件数（申込サポートデスク除く）

SBI生命は、長期にわたる保険契約をお守りするため、お客さまが真に求める生命保険サービスの
開発・提供に努めています。また、お客さまの声を経営やサービスに活かすための取組みを今後
も継続して実践してまいります。

SBI生命では“モバイル・ファースト”のサービス拡充の一環として、
各種サービスのモバイル対応を推進しています。

各種サービスのモバイル対応の推進

お客さまの声をふまえて業務改善を行った項目等

見積から申込までの手続きが
スマートフォンで完結
（2016年10月より）

保険料の見積、申込フォームへの入力、本人確認
書類の撮影・アップロードが全てスマートフォンで
可能となり、一連の手続きがスマートフォンで完結
します。
また、見積・申込フォームにおいてスマートフォン版
とパソコン版の共通化を行い、デバイスを問わず
「マイページ」へのアクセスが可能になりました。

スマートフォンによる
住所変更サービスの開始

（2018年4月より）

従来の封書や電話での対応に加え、スマート
フォン・PCで住所変更の手続きを開始し、24時間

365日お手続き可能になりました。受付処理から
顧客宛て完了通知発送までを完全自動化し、業務
効率の向上にも寄与しています。

スマートフォンを活用した保険金支払
即日サービスの請求サポート

（2018年7月より）

保険金支払即日サービスをご利用になるお客さま
が、請求関係書類のQRコードをスマートフォンで
読み取ると、動画でお手続き方法をご覧いただけ
ます。動画によるサポートにより、必要書類の記入
漏れなどを未然に防ぎ、迅速な保険金のお支払い
につなげます。

■ 保険金支払即日サービス※の導入
FAXによる簡易な手続きにより、最短で請求日当
日に死亡保険金をお支払いする「保険金支払即日
サービス※」を導入いたしました。
※サービス利用にあたっては、一定の条件を満たす必要がご
ざいます。

■ Web住所変更を可能に
当社ウェブサイトから住所変更手続きを行えるよ
うにいたしました。

■ 給付金請求手続きの簡素化
給付金請求時にお客さまに提出いただく診断書に
ついて、他の保険会社や病院書式の診断書のコ
ピーによる請求を可能とし、請求手続きの簡素化
を行いました。

■ ユニバーサルデザインに配慮
お客さまがご覧になる案内を、見やすさ、分かりや
すさを向上させるため、ユニバーサルデザインに配
慮したものに変更する取組みを行っています。

■ 定期的に契約内容を確認
契約内容の確認のため、年に一度、「ご契約内容
のお知らせ」を送付しています。またご高齢のお
客さまに手続き漏れ等がないか、確認の電話連絡
を行っています。

■ その他
指定代理請求特約において指定できる親族の方の
範囲を拡大いたしました。

高

低

評価5
評価4
評価3
評価2
評価1

当社では、お問い合わせや苦情等、お客さまからの声をふまえ、
以下のような業務改善に取り組んでいます。
今後も常にお客さまの声をお聞きし、サービスの拡充に努めてまいります。
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お客さまにご満足いただくために

お客さまへの情報提供保険金・給付金等の確かなお支払いのための取組み

その他

■ ご契約失効に関わるご案内の改善（適切な復活手続きおよび解約時のお支払）

変額個人年金保険「プラチナ インベストメント」※の情報提供

その他の保険の情報提供

ご請求のお手続き等を
一層ご理解いただけるようわかりやすく解説した
「コミュニケーションガイドブック」の送付

失効されたご契約者さまへの
複数回にわたるご案内

失効されたご契約者さまへ失効直後に
お客様コンタクトセンターから

復活又は解約のご請求手続きをご案内

請求書類の簡素化や帳票改訂、
お客さま記入箇所へのラインマーカーによる案内など、
わかりやすい保険金等のご請求実現にむけた

定期的な取組みを実施

ご請求をいただいたにも関わらず、
お支払いの対象とならなかったお客さまに対し、
診断書の取得費用相当額（一律5,000円）を

お支払いする制度の実施

保険金等のご請求に関わる
ご相談専門のフリーダイヤルの設置

ご連絡いただいてからご請求の無いお客さまに、
ご請求漏れの生じないよう

定期的に請求勧奨のご案内を実施

保険金等を適切にお支払いすることは、保険会社にとって最も重要な業務です。
適時・適切な保険金等のお支払いのために、私たちは以下の取組みを
常に行っています。

より多くのお客さまにSBI生命について知っていただくとともに、契約内容を
正しくご理解いただけるよう、様々な資料、媒体を通じて情報をお届けしています。

■ 経営全般に関する資料
ANNUAL REPORT　SBI生命の現状
当社の経営活動や健全性・業績についてご理解を深めていただくために毎年作成して
います。

CAMPANY PROFILE 会社案内
当社の経営方針やグループ概要、企業理念等をご紹介しています。

■ 公式ホームページ
お客さまへのご案内や、商品情報、業績、SBIグループ情報等を掲載しています。
また、各種お手続きについてもご案内しています。

マイページ
終身医療保険「も。」、インターネット申込専用定期保険「クリック定期！」にインターネッ
トからお申込みいただいたご契約者さまは、契約内容の照会が可能です。

インターネットサービス
変額個人年金保険「プラチナ インベストメント」のご契約者さまは契約内容の照会や
変更等が可能です。

お役立ちコンテンツ
「医療保険関連ガイド」「死亡保険関連ガイド」「クリック君と学ぶ、保険やお金の話」など

■ SBI生命Facebookページ
当社は公式Facebookページを開設し、生命保険やキャンペーン情報など、
様々なコンテンツをお届けしています。当社公式ホームページよりアクセスが可能です。

■ デメリット情報のご提供について
「告知義務違反」「免責」及び「解約」等のデメリット情
報（お客さまが生命保険の内容や制度をご存じないた
めに不利益となる事項）について、「商品パンフレット」
や「契約概要」「重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」

クリック君

● 社外有識者による支払いならびに支払非該当事案の妥当性および適正性の審議
● 内部監査部門における支払適正性のチェックを実施
● 組織態勢の整備、事務・システムの改善など

■ ご契約締結後の情報のご提供について

※巻末に「プラチナ インベストメント」の「ご注意いただきたい事項」を記載していますので、ご覧ください。

● 保険料口座振替のお知らせ
● ご契約更新のお知らせ
● ご契約内容のお知らせ

● 保険料お払込みのご案内
● 保険料自動貸付のお知らせ
● 生命保険料控除証明書

● ご契約復活のおすすめ
● コミュニケーション ガイドブック
　 （「SBI安心健康サービス」のご案内を含む）

「ご契約のしおり・約款」に明示しています。また、お客
さまへの商品説明の際には、約款等をもとに十分な説
明を行うよう徹底しています。

https://www.sbilife.co.jp/

●ご契約状況のお知らせ ●特別勘定運用報告書 ●特別勘定の現況

■ 保険金等のご請求に関わるご案内の強化

お客様コンタクトセンターフリーダイヤル
営業時間：9:00～17:00　土日・祝日・年末年始を除く

 0120-272-811（ご契約内容の変更・解約・保険金給付金）

 0120-272-451（保険金給付金請求・お支払状況）
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お客さまにご満足いただくために

パートナーへのサポート体制 情報システムへの取組み

■ 情報システムの状況
お客さまや代理店へのサービス向上に向けて、以下の情報システムへの継続的な取組みを実施しています。

当社の商品をお取り扱いいただく募集代理店に対し
て、e-learningシステムにより各種研修コンテンツを、
代理店サポートシステムにより営業推進や事務取扱い

に関する様々な情報をご提供し、代理店がお客さまへ
適切な募集活動を行えるよう、サポートしています。

■ 代理店教育システム

■ 金融機関へのサポート

SBI生命では、お客さまへ高品質なサービスを迅速にご提供するために、
安全かつ信頼性の高い情報システムの構築と運営に取り組んでいます。

代理店専用対応窓口として「代理店ヘルプデスク」を
設け、新契約申込手続きの案内、お客さまの契約内容
の照会、ご契約後の内容変更、給付金などの各種請求
手続方法をはじめとする、代理店の皆さまからの様々
なお問い合わせやご相談を、フリーコールやメール、
FAXにて受付け、対応しています。また、当社ウェブサ
イトの「代理店サポートシステム」では、申込状況の確
認や既契約情報※の確認、販売支援ツールや各種規
程、帳票のダウンロード等が行えます。

※申込状況の確認は終身医療保険（無解約返戻金型）、定期保険（無解約返
戻金型）（2015）、インターネット申込専用定期保険（無解約返戻金型）、既
契約情報の確認は、上記に加えて、終身医療保険（低解約返戻金型）、変額
個人年金保険が対象です。

■ 代理店専用のヘルプデスクおよびサポートシステムの設置

募集代理店に対して各種研修、販売支援ツールをご提
供するとともに、営業担当者による商品説明会や販売
技術向上研修を行っています。

■ 代理店に対するトレーニングおよびセールスサポート

セールス・コンプライアンス
マニュアル（代理店用）

代理店サポートシステム

 代理店専用フリーダイヤル ： 0120-520-722
 FAX  ： 03-3568-5149
 メールアドレス ： asg@sbilife.co.jp

■ 情報セキュリティ対策
当社では、情報セキュリティ対策を経営の重要課題として位置付け、以下の継続的な取組みを実施しています。

■ 事業継続への対応

●インターネットでの保険の
お見積り・お申込み受付で
は、わかりやすい画面構成に
よりスムーズなお申込み手
続きを支援するとともに、業
務プロセスの自動化による
迅速なサービス提供を実現
しています。

●住宅ローン用の保険システムでは、保険お申込み
の処理状況をオンラインでリアルタイム処理する
ことを実現し、お申込みから保険金のお支払いま
での各業務のスピードアップに取り組んでいます。

●お客さま専用のインターネットサービスでは、
内容変更や積立金の移転等のサービスをご提供
する等、お客さま満足度向上への継続的な取組み
を行っています。

●情報セキュリティを強化するために定期的な自主
点検、監査等による法令・諸規程の遵守状況の確
認を実施しています。

●サイバー攻撃の対応については社内の情報システ
ムのセキュリティ強化のみならず、役職員を含めた
全社員への教育・訓練を通じて全社的な取組みを
実施しています。

●深刻なサイバー攻撃に対応するための社内部門横
断の組織としてCSIRTを設置しました。これはサ
イバー攻撃の検知から初動対応と復旧までを目的
とし、定期的な演習を通じて社内全体の態勢整備
の強化に努めています。

※ CSIRT・・・シーサート（Computer Security Incident Response 
Team) とは、組織内の情報セキュリティ問題を専門に扱う、インシデ
ント対応チームです。

当社は、全国の銀行等金融機関と提携し、住宅ローン
向けの団体信用生命保険をご提供しています。
各金融機関との提携に際しては、地域の特性や金融
機関のニーズに沿うように、個々に商品・サービスを

カスタマイズしています。
また、住宅ローンをご利用になるお客さまに保障内容
を正しくご理解いただけるよう、各金融機関のご担当
者さまへ個別に研修を行う等、支援を行っています。

●当社のデータセンターは、事業の継続性を確保で
きるよう地理的に離れた場所に設置し、大規模災
害発生時の対応に万全を期しています。

●定期的に災害対策演習を行い、情報システムの安
全性確保の確認を行うとともに、その結果をふま
え必要な改善を行うことで、事業の継続性確保に
万全を期しています。
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お客さまにご満足いただくために

商品のご紹介 商品開発の状況

②全疾病に対応！ 団体信用就業不能保障保険
被保険者（住宅ローンのご利用者さま）が債務返済
期間中に傷害または疾病（精神障害等、所定の免責
事由に該当する場合を除く）により就業不能状態に
なったとき、ローン返済日が到来した場合に支払わ
れる就業不能保険金を月々の債務の返済に充当す
ることで、被保険者の生計の安定を図ります。

また債務繰上返済支援特約では、所定の期間、就業
不能状態が継続したときに、所定の保険金をもって
債務残高の返済に充当します。

さらに、長期就業不能見舞金特約により長期の就
業不能（就業不能状態が12か月継続）時にお見舞金
をお支払いいたします。

①特約が充実！ 団体信用生命保険
被保険者（住宅ローンのご利用者さま）が死亡また
は所定の高度障害状態になったとき、所定の保険
金をもって債務残高の返済に充当します。

また、リビングニーズ特約では、余命6か月以内と判
断されたとき、重度ガン保険金前払特約では、がん
と診断確定され、全ての治療を受けたが効果がな
かった等と判断されたときに、所定の保険金をもっ
て債務残高の返済に充当します。

さらに先進医療特約により、先進医療による療養を
受けた場合に、先進医療にかかる技術料の被保険
者負担額をお支払いし、ローン返済中の経済的負担
を支援いたします。

SBI生命は、お客さまの本当のニーズはどこにあるのか
を捉え、お客さまの長期的な利益に適う良質で革新的
な商品の開発に取り組んでいます。
2017年6月より、金融機関が提供する住宅ローン向け
に団体信用生命保険の提供を開始しました。
2018年6月からは、全国の地域金融機関との提携を

開始し、各地域の特性や金融機関のニーズに沿った
商品・サービスを提供してまいります。
今後は、保険事業とIT技術を融合させることで、一人
ひとりの健康状態や生活習慣改善の取組みを考慮
して設計される「パーソナル保険」の開発を推進して
まいります。

SBI生命の住宅ローンの保険の特徴（一例）

入院・手術も、先進医療も、退院後の通院も、
在宅医療も保障する終身医療保険です。

特　徴

医療保険

住宅ローンの保険

団体信用生命保険 団体信用就業不能保障保険

死亡・高度障害保障

重度ガン保険金前払

先 進 医 療

リビングニーズ

就業不能保障

債務繰上返済支援

長期就業不能見舞金

全疾病
保障！

※精神障害等は
　除きます。

終身医療保険（無解約返戻金型）「も。」

お申込方法 ●対面　●郵送　●インターネット
※お申込方法によってご加入できる範囲が変わります。

1. 保障は一生涯、しかも保険料も一生上がりません
2. 日帰り入院から保障
3. 退院後の保障が充実！ 通院も在宅医療も保障
4. 数多くの手術に対応、先進医療にも対応しています

特　徴

契約年齢：6歳～75歳（保険料払込期間により異なります）
保険期間：終身
入院給付金日額：5,000円～20,000円（1,000円単位）

今回ご案内の保険は、主に「病気やケガによる入院・手術の保障」を希望されるお客様におすすめする商品です。
お客様のご意向と異なる場合や、ご不明点がある場合は、取扱代理店もしくは、裏面に掲載の契約申込サポート
デスクまでご連絡ください。

ご契約の取扱範囲

相続相談サービス

介護関連サービス その他専門職相談サービス（予約制）

メンタル相談サービス

［取扱代理店］ ［引受保険会社］

SBI生命保険株式会社
〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
http://www.sbilife.co.jp/
SBI生命 契約申込サポートデスク　   0120-272-060

（受付時間 9:00～18:00 土日・祝日・年末年始を除く）

2018年7月募文M-1802-025-DA  8M-013-003-A （18.7）30,000 OT

SBI生命は東証一部上場「SBIホールディングス（株）」のグループ会社です。 

「契約概要および重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」は、契約内容等に関する重要な
事項、必要な保険の知識について説明しています。必ずお読みいただき、大切に保管してください。

ご契約の際には「契約概要および重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。 
したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 

生命保険募集人について

SBI生命安心健康サービス 健康・医療や相続等に関するご相談に、無料でお答えいたします。

このサービスは、SBI生命のご契約者様、被保険者様、及びそのご家族の方がご利用いただけます。

健康・医療関連相談サービス 人間ドック・PET検査紹介予約サービス

健康に関する不安や疑問に、医師または看護師等専門医療スタッ
フがお答えします。
※医療行為及び診断行為は行いません。
●健康・医療相談　●くすり110番　●定期健康診断 結果相談
●育児相談　●栄養・食事相談　●医療機関案内

臨床心理士等、専門の相談員との1対1の電話によるカウンセリン
グで「こころの健康」を保つお手伝いをします。

介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお答えします。

※このサービスはSBI生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。
※サービスの内容は予告なく中止、変更となる場合があります。

●税務相談　●年金相談　●法律相談

誰にでも起こり得る相続に関するあらゆる相談に相続手続の専門
家（司法書士）がお答えします。

全国の提携医療施設（約2,500箇所）から、ご希望に合う施設での
人間ドックのご紹介・予約代行を行います。通常の料金から割引し
た料金でご利用いただけます。PET検査（がん早期発見検査）の
ご紹介・予約代行も可能です。
※一部割引料金が適用とならない施設・コースがあります。

S
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命

終
身
医
療
保
険

（
無
解
約
返
戻
金
型
）

先
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医
療

通
院

手
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入
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そ
し
て

在
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保険種類
契約年齢
保険期間
保険料払込期間
保険料払込回数
保険料払込経路
最低入院給付金日額

最高入院給付金日額   6歳～15歳　　　　　10,000円
16歳～60歳　　　　　20,000円

61歳～65歳　　　　　15,000円
66歳～75歳　　　　　10,000円

先進医療特約（無解約返戻金型）
指定代理請求特約

終身通院特約（無解約返戻金型）
終身在宅医療特約（無解約返戻金型）付加できる主な特約

選択方法 告知書

入院給付金日額の単位 1,000円

5,000円
口座振替扱・クレジットカード扱
月払・年払

終身
6歳～75歳（保険料払込期間により異なります）
終身医療保険（無解約返戻金型）

終身払込／60歳払込満了／65歳払込満了／70歳払込満了

2018年7月

NEW

NEW

家計に優しいお手頃な保険料で、ご家族に安心を
準備できる定期保険です。

定期保険

インターネット申込専用定期保険
（無解約返戻金型）「クリック定期 ！ 」

万一の保障について、必要な期間を選び、ご家族に
安心をお届けする保険です。
解約返戻金がなく、お求めやすい保険料です。

定期保険（無解約返戻金型）（2015）

「今いる保険」

お申込方法 ●インターネット

1. インターネット申込限定で、保険料がお手頃です
2. 最短5分程度！ お申込が簡単＆スピーディー！
3. ライフステージで選べる300万円～1億円の保障
4. 最短即日！ お支払いもスピーディー！

特　徴

保障内容
契約年齢：20歳～69歳
保険期間・保険料払込期間：10年
更新：保険期間満了時に同一の保険金額にて更新されます
 （80歳まで保障）
※自動更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および更新時
の保険料率により計算します。
※この保険商品に解約返戻金はありません。

保障内容

定期保険

お申込方法 ●対面　●郵送
※お申込方法によってご加入できる範囲が変わります。

1. ニーズに合わせて保険期間や保険金額を選べます
2. 最長90歳までの保障
3. 最短即日！ お支払いもスピーディー！

特　徴

ライフステージ毎に見直せる
お手頃でシンプルな定期保険

インターネット申込専用定期保険
（無解約返戻金型）

検索クリック定期

http://www.sbilife.co. jp/

最短5分程度！
お申込みが簡単＆スピーディー

SBI生命公式 Facebook ページもチェック！

お申込みは
スマホで完結

OK

SBI生命 定期保険
（無解約返戻金型）（2015）
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相続相談サービス

介護関連サービス その他専門職相談サービス（予約制）

メンタル相談サービス

SBI生命安心健康サービス 健康・医療や相続等に関するご相談に、無料でお答えいたします。

このサービスは、SBI生命のご契約者様、被保険者様、及びそのご家族の方がご利用いただけます。

健康・医療関連相談サービス 人間ドック・PET検査紹介予約サービス

健康に関する不安や疑問に、医師または看護師等専門医療スタッ
フがお答えします。
※医療行為及び診断行為は行いません。
●健康・医療相談　●くすり110番　●定期健康診断 結果相談
●育児相談　●栄養・食事相談　●医療機関案内

臨床心理士等、専門の相談員との1対1の電話によるカウンセリン
グで「こころの健康」を保つお手伝いをします。

介護方法・福祉サービスの情報提供など介護相談全般にお答えします。
※このサービスはSBI生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。
※サービスの内容は予告なく中止、変更となる場合があります。

●税務相談　●年金相談　●法律相談

誰にでも起こり得る相続に関するあらゆる相談に相続手続の専門
家（司法書士）がお答えします。

全国の提携医療施設（約2,500箇所）から、ご希望に合う施設での
人間ドックのご紹介・予約代行を行います。通常の料金から割引し
た料金でご利用いただけます。PET検査（がん早期発見検査）の
ご紹介・予約代行も可能です。
※一部割引料金が適用とならない施設・コースがあります。

［取扱代理店］ ［引受保険会社］

2018年4月募文M-1801-006-E2  8B-002-004-A （18.04）20,000 OT

SBI 生命は東証一部上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社です。 

「契約概要および重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」は、契約内容等に関する重要な
事項、必要な保険の知識について説明しています。必ずお読みいただき、大切に保管してください。

ご契約の際には「契約概要および重要事項のお知らせ（注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。 
したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。 

生命保険募集人について

SBI生命保険株式会社
〒106-6016 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
http://www.sbilife.co.jp/
SBI生命 契約申込サポートデスク　   0120-272-060

（受付時間 9:00～18:00 土日・祝日・年末年始を除く）

ご契約の取扱範囲
保険種類 定期保険（無解約返戻金型）（2015） 保険料払込期間 全期払

契約年齢 １5歳～75歳 保険料払込回数 月払・年払

最低保険金額 300万円（100万円単位） 保険料払込経路 口座振替扱・クレジットカード扱

保険期間

[年満了] 90歳まで自動更新

付加できる
主な特約契約

年齢

契約
年齢

15歳～75歳　10年·15年
15歳～70歳　20年
15歳～65歳　25年
15歳～60歳　30年
15歳～55歳　35年

[歳満了] 保険期間は10年以上
選択方法 告知書／健康診断結果／人間ドック

15歳～75歳　50～90歳（5歳キザミ）

災害割増特約（2015）
傷害特約（2015）
リビングニーズ特約
指定代理請求特約

2018年4月

今回ご案内の保険は、主に「死亡または高度障害となった場合の保障」を希望されるお客様におすすめする商品です。
お客様のご意向と異なる場合や、ご不明点がある場合は、取扱代理店もしくは、裏面に掲載の契約申込サポート
デスクまでご連絡ください。

契約年齢：
15歳～75歳
保険期間・保険料払込期間：
保険期間を選べます。
歳満了：
（年齢で保険期間を設定できます）
契約年齢によって50歳～90歳満了（5歳
きざみ）を選べます。
年満了：
（年数で保険期間を設定できます）
契約年齢によって10年～35年満了（5年きざみ）を選べ、最長90歳まで
「自動更新」が可能です。更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年
齢および更新時の保険料率により計算します。
※この保険商品に解約返戻金はありません。

保障内容
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お客さまにご満足いただくために

顧客向けサービス

相談時間

10:00～19:00
年中無休

健康に関する不安や疑問に、医師又
は看護師等専門医療スタッフがお答
えします。
※ 医療行為および診断行為は行いません。

■ SBI生命安心健康サービス
もしものときだけでなく、毎日の暮らしの中でも確か
な安心をお届けするために、ご契約者さまに健康・医
療関連の無料ご相談サービス｢SBI生命安心健康サー
ビス｣をご提供しています。

当サービスは、健康や医療に関するご相談はもちろん、
育児相談や介護関連情報のご提供や相続に関するご相
談まで幅広くサポートし、24時間365日お客さまか
らのご相談に無料でお答えしています。

健康・医療関連相談
サービス

介護方法・福祉サービスの情報提供
など介護相談全般にお答えします。

介護関連サービス

誰にでも起こり得る相続に関するあ
らゆる相談に相続手続の専門家（司
法書士）がお答えします。

相続相談サービス

人間ドック・PET検査
紹介予約サービス

その他専門職相談サービス（予約制）

メンタル相談サービス

健康・医療相談

くすり110番

定期健康診断 結果相談

遺産分割の相談 相続登記の相談

遺言執行の相談

税務相談 年金相談 法律相談

相続放棄の相談

介護サービス事業所・
有料老人ホームのご案内

介護用品・福祉機器
取扱業者へのお取次ぎ

育児相談

栄養・食事相談

医療機関案内

臨床心理士等、専門の相談員との1対1の電話
によるカウンセリングで「こころの健康」を保つ
お手伝いをします。

全国の提携医療施設（約2,500箇所）から、ご希望に合う施設での人間ドック、PET検査（がん
早期発見検査）のご紹介・予約代行を行います。

相談時間

9:00～22:00 10:00～20:00
平　日 土曜日

FiNC for SBI生命アプリとは？
FiNC独自の最先端AI（人工知能）テクノロジーを駆使して
ダイエットや健康管理を強力にサポートする、スマート
フォン用パーソナルトレーナーアプリです。

■ FiNCアプリ

株式会社FiNCが提供する健康管理や生活習慣改善
のためのアプリケーション「FiNC for SBI生命」を
当社のご契約者さまに提供しています。

主な機能

01　最先端テクノロジーで一人ひとりに専属のパーソナルコーチを
FiNC独自の最先端AI(人工知能)テクノロジーを駆使して、ユーザーの悩みや毎日の
食事・睡眠・運動のデータをもとに、その人にピッタリの美容・健康のアドバイスを
お届けします。
まるで本物のコーチと話しているような会話をチャットで進められます。

02　その人に合った”ラク”に続けられるメニューを厳選してお届け
栄養士や料理研究家が作ったヘルシーレシピやプロトレーナーが提案するフィット
ネスメニューなど、FiNC公式の美容・健康のスペシャリストたちが毎日情報を
発信！
たくさんのコンテンツの中から、ユーザーの興味や悩みにあったメニューをAI
パーソナルコーチが厳選してお届けします。

03　スマホを持ち歩くだけでポイントが自然に貯まる！
目標設定した歩数を達成すると、ポイントが得られます。
獲得したポイントは、オリジナルスムージーやサプリメントなど、たくさんの美容・
健康グッズが揃ったウェルネス・セレクトショップ「FiNCモール」で使えます。

04　AIによるライフログの入力サポートと“続けられる”コミュニティ機能

その人専属のAIパーソナルコーチがひとりでは面倒でなかなか続けられない歩数・
体重・食事・睡眠時間などの入力をサポート。
さらにコミュニティ機能を使えば、「友達と一緒にフィットネスやキレイづくりを
頑張れる！」と好評です。
※入力したライフログは、許可なく公開されません。
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2017年度トピックス（ダイジェスト）

■ １  「全疾病保障」＊の団体信用生命保険 取扱い開始～拡大

■ 3  「顔年齢を診断する」スマートフォンアプリをiOS向けにご提供開始

人工知能を搭載した健康管理や生活習慣改善が行える「FiNC for SBI生命」を保険加入者全員にご提供
～生保初となる人工知能による姿勢分析機能を搭載～

■ 2  FinTech分野での取組み 加速

患者さま一人ひとりに最適な抗がん剤治療の方法を提示

臨床研究の概要

■ 4  近畿大学と協力して人工知能を活用したがん遺伝子パネル検査の
 実施可能性を問う臨床研究を開始

■ 5  Webコンテンツシリーズ「クリック君と学ぶ、保険やお金の話」制作開始

①写真を撮影、または選択 ②性別、生年月日を入力 ③顔年齢診断結果が表示
　同時に「開運みくじ」も

〈画面イメージ〉

2017年6月より、SBIグループ傘下の住信SBIネット銀
行株式会社と「全疾病保障」＊の団体信用生命保険の
提携販売を開始し、お客さまより大変好評をいただい
ています。
2018年6月には、地域金融機関との提携第1号案件と
して、飯能信用金庫（埼玉県飯能市）が提供する住宅

ローンを新規でご利用のお客さまに、団体信用生命保
険のご提供を開始いたしました。
今後は地域金融機関との連携を一層深めてまいり
ます。
＊精神障害は除きます

2018年5月から、近畿大学医学部と連携し、人工知能
を活用したがん遺伝子パネル検査の実施可能性を問
う臨床研究を開始いたしました。がん遺伝子パネル検
査に人工知能を導入し、2,000万件以上の論文の電子

データなどを活用して、患者さまに合った抗がん剤と
治療の標的になる遺伝子を解析いたします。研究成果
をもとに、がん遺伝子パネル検査及び治療に関する費
用負担を軽減する商品を開発してまいります。

がん遺伝子パネル検査は、患者さま一人ひとりの微
小ながん組織または血液から遺伝子情報を解析し
て、その方に最適な治療法を診断するものです。が
んの標準治療が効かなくなり使用できる薬がなく
なった場合でも、効果が期待できる薬物治療を見つ
けられる可能性があるという、遺伝子検査技術で
す。近畿大学医学部ゲノム生物学教室（教授 西尾和
人）は、「近大クリニカルシークエンス」プロジェクト
として全国に先駆けてがん遺伝子パネル検査に取
り組み、これまでに1,000件以上のがん組織サンプ
ルの遺伝子解析を実施してきました。
本臨床研究では、「近大クリニカルシークエンス」に
AI（コグニティブ・コンピューティング・システム）の
技術を取り入れることで、電子化された2,000万件
を超える論文情報をはじめ、がん腫瘍部分の遺伝
子変異や生命のメカニズムに関するAIの膨大な知

識情報を活用して、患者さま一人ひとりに適した抗
がん剤とその標的となる遺伝子を解析します。さら
に一連のプロセスにおいて、経過日数、検査費用や
臨床的意義などや人工知能や保険商品＊を活用す
るためのノウハウを研究し、より最適ながんゲノム
医療提供体制の構築につなげるソリューションの
検討・開発を行います。
なお、本取組みで解析を行う遺伝子は、がんの病変
部分の遺伝子で、通常の「親の体質が子に伝わる」
遺伝子とは別のものです。

＊ SBI生命は「がん遺伝子パネル検査」にかかる高額な費用
を保障することができる保険商品の開発に向けた研究を
開始するものです。本商品開発に向けた研究では、保険
加入時の審査や保険金支払い時において、遺伝情報の収
集・利用は一切しないことを前提としています。

当社のインターネット申込専用定期保険「クリック定
期！」にちなんだキャラクター、クリック君が主人公と
なり、 そのときどきの旬なテーマに沿って、保険やお
金にまつわる「役に立つお話」を、マンガ仕立てのス
トーリーでご紹介しています。

人生の様々なライフイベントにおいて、お金は無くて
はならないもの。そしてお金にまつわる不安はつきも
のです。
どんなライフイベントにどのくらいの費用がかかるの
か、何に気を付ければいいのか、そのポイントを易しい
ストーリーでご紹介することで、お客さまが人生の
計画を立てる際に少しでもお役に立てればと思い、
当コンテンツを制作しています。
https://www.sbilife.co.jp/knowledge/theme/

ヘルステックベンチャーの株式会社F iNCと業務
提携し、健康管理や生活習慣改善のためのアプリケー
ション「FiNC for SBI生命」をSBI生命の保険加入者
全員を対象に無料でご提供しています。

（主な機能はP16を参照）
2018年3月より生命保険業界初となる人工知能に
よる姿勢分析機能が搭載されました。

2017年10月より、無料スマートフォンアプリ「SBI生命 
顔年齢診断」iOS版のご提供を開始いたしました。
「SBI生命 顔年齢診断」iOS版は、スマートフォンで
撮った顔写真を選択し、診断する方の性別、生年月日
を入力すると、顔年齢を診断してくれる無料アプリ

です。撮影した顔写真を自動的に認識し、何歳に見え
るかを判定してくれます。継続して利用すれば、若く見
せるための表情作りや日々の顔の変化なども気づかせ
てくれます。
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2017年度トピックス（ダイジェスト）

■ 7  その他のトピックス

2017年 5月 日経コンピュータ主催のセミナーにて
 特別講演

日経コンピュータ主催のセミナー「超高
速開発＆エンタープライズアジャイル」
～ビジネス変化を支えるシステム開発
高速化の処方箋～にて、当社執行役員
COO兼IT部長の池山徹が「SBI生命
保険における超高速開発の取組み」と
題する特別講演を行いました。

2017年 6月 災害発生時顧客対応の体制を整備

災害発生時の顧客対応として、2017年6月より佐賀県鳥栖市のコールセンター＊の一部業務を
開始しました。
＊コールセンター業務の委託先：SBIビジネスサポート株式会社 九州支社
  （佐賀県鳥栖市本鳥栖537-1  フレスポ鳥栖2Ｆ）

2017年12月 グループ企業の商品の取扱いを拡大

SBIインシュアランスグループの保険会社の商品の取扱いを開始しました。
・SBIリスタ少額短期保険株式会社の「地震補償保険」 
・日本少額短期保険株式会社の「バイク保険」「スポーツサイクル保険」 
・SBIいきいき少額短期保険株式会社の
「引受基準緩和型死亡保険」「引受基準緩和型医療保険」

2017年10月 中国保険行業協会 年次大会にて講演

当社社長の飯沼邦彦が、2017年10月
に中国深センで開催された中国保険行
業協会（Insurance Association of 
China＝IAC）の年次大会（IACサミッ
ト）に参加し「中小規模の生保が目指す
方向性」について講演を行いました。

2018年 4月 保険金支払即日サービスを開始

お客さまのお声を反映したサービス品質向上の一環として、2018年4月1日より「保険金支払即
日サービス」を開始しました。1回500万円まで請求可能でインターネット申込専用保険も対象と
しています。

2018年 4月 保険料率の改定

「標準生命表」が2018年4月に改定されること等をふまえて、一部商品において、契約日が
2018年4月2日以降のご契約より保険料率の改定を実施しました。

〈 保険料率の改定を行った主な保険商品（新契約・更新契約に適用） 〉　
・インターネット申込専用定期保険（無解約返戻金型）「クリック定期！」
・定期保険（無解約返戻金型）（2015）「今いる保険」
・団体保険（総合福祉団体定期保険・団体信用生命保険）

2017年11月 FIT2017（金融国際情報技術展）にて
 セミナーを開催

ニッキン主催のFIT2017（金融国際情
報技術展）に於いて、株式会社ミック
（以下、ミック）と共同で「SBI生命の帳
票領域のフィデューシャリー・デュー
ティーを意識した取組み」と題するセミ
ナーを開催しました。

人間は大昔から身の回りの物を自らの手で作り上げて
きましたが、世の中が便利になるにつれ、自分たちの手
を使って何かを作る機会はどんどん減ってきています。
ところが昨今、手や指を動かしてものを作ることが、脳
に良い刺激を与えて活性化させると、その良さがあら
ためて見直されています。当社は、中でもねんどに注目
し、今回のコンテストを企画しました。

子供のねんど遊びは創造力や科学性を育むなどの効
果があると言われていますが、最近は大人にも、ねんど
を使った物づくりが癒しやストレス発散につながると
人気が高まっており、指先を使った刺激が認知症予防
にもなると関心を集めています。

当社は、気軽に触って作って楽しみながら、心と身体が
健康になるねんど遊びの良さを広め、皆さまの健康増
進を支援していきたいと考えています。

2018年2月28日から4月1日まで、 『ねんどでつくろ
う』コンテスト キャンペーンを実施し、「ねんどで作っ
た作品を撮影した写真」をSNS（Instagram、Twitter、
Facebook）で募集いたしました。
審査員には造形作家の森井ユカさんを迎え、キャン
ペーン期間中にはねんど作品の作り方や作品例のご紹
介などを、SNSで発信しました。
思わず見て楽しくなるような作品の写真が、約160点
集まりました。

■ 6  「ねんどでつくろう」コンテストを開催

企画の背景
なぜ、ねんど？
現代人における
手作りの重要性に注目

ご応募いただいた作品より
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社会貢献活動

SBI生命は、社会の一員として幅広く貢献していきたいと願い、
様々な社会貢献活動に取り組んでいます。

聴覚障害や肢体障害がある方々の日常生活を助ける
聴導犬と介助犬。一人ひとりのユーザーに寄り添って役
に立つ聴導犬と介助犬の役割が、お客さまに「一人ひと
りが持つ不安を解消し、チャレンジできる人生」を支援
する、という私たちの使命にも通じることから、SBI生
命では引き続き社会福祉法人 日本聴導犬協会の聴導
犬・介助犬の育成・普及・啓発活動を支援しています。

■ 聴導犬・介助犬の普及活動支援

大規模な自然災害や感染症等が発生した地域の復興・
救援活動を支援する社員募金や活動を実施してい
ます。

■ 地域社会への貢献活動
訓練を受けた優秀な聴導犬たち

「オレンジリボン運動　
SBI子ども希望財団賞」

ポスター

■ SBIグループの社会貢献活動

直接的な社会貢献　児童福祉向上への取組み
SBIグループでは、虐待やネグレクト（養育放棄）といった厳しい環境におかれ
た子どもたちの福祉の向上を目的に公益財団法人 SBI子ども希望財団を設立
し、日本の将来を担う子どもたちのために児童福祉問題の解決に積極的に取り
組んでいます。SBI子ども希望財団は、児童虐待防止の社会的啓発運動である
「オレンジリボン・キャンペーン」を後援しており、毎年11月の虐待防止強化月間
にはSBIグループ役職員一同、啓発活動に取り組んでいます。

A N N U A L
R E P O R T

2 0 1 8
データ編

SBIグループは、企業は社会との共生の中でのみ繁
栄することができるとの考えのもと、本業そのもの
がCSR（企業の社会的責任）の取組みに合致する
事業活動を強力に推進し、本業を通じて社会に貢

献すると同時に、児童福祉向上などのより直接的な
社会貢献に取り組んでいます。
www.sbigroup.co.jp/csr/childwelfare.html
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Ⅰ – 01 沿革

1990年

7月 オリエントエイオン生命保険株式会社設立（本社：東京都新宿区西新宿）

9月 営業開始

11月 コンバインド・インシュアランス・カンパニー・オブ・アメリカの保険契約を包括移転

1991年 12月
オリコ生命保険株式会社へ社名変更

本社を東京都豊島区東池袋へ移転

2001年
2月 英国プルーデンシャルグループが当社全株式を取得

7月 ピーシーエー生命保険株式会社へ社名変更

2002年 5月 本社を東京都港区赤坂へ移転

2003年 2月 日本聴導犬協会の普及・啓蒙活動のサポートを開始

2010年 2月 保険商品の新規取扱いを休止し既存契約の履行に注力

2011年 4月 委員会設置会社へ移行

2015年

2月 SBIグループが当社全株式を取得

5月 SBI生命保険株式会社へ社名変更

7月
監査役会設置会社へ移行

本社を東京都新宿区西新宿へ移転

2016年
2月

終身医療保険「も。」、定期保険「今いる保険」、インターネット申込専用定期保険「クリック
定期！」の新規取扱いを開始

12月 SBI損害保険株式会社の「がん保険」「火災保険」「自動車保険」の取扱いを開始

2017年

3月 本社を東京都港区六本木へ移転

6月
住信SBIネット銀行の住宅ローン向けに「団体信用生命保険」「団体信用就業不能保障保
険」の提供を開始

12月

SBIリスタ少額短期保険株式会社の「地震補償保険」の取扱いを開始 
日本少額短期保険株式会社の「バイク保険」「スポーツサイクル保険」の取扱いを開始 
SBIいきいき少額短期保険株式会社の「引受基準緩和型死亡保険」「引受基準緩和型医療
保険」の取扱いを開始

2018年 6月 飯能信用金庫の住宅ローン向けに「団体信用生命保険」の提供を開始

Ⅰ – 02 経営の組織（2018年 7月1日現在）
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Ⅰ – 03 店舗網一覧
本社
〒106-6016　東京都港区六本木1-6-1　泉ガーデンタワー　
TEL：03-6800-0888

お客様コンタクトセンター
 0120-272-811（フリーダイヤル）　受付時間　9：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）

新宿オフィス
東京都新宿区北新宿1-5-2　佐藤ビル３F
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Ⅰ – 08 取締役及び監査役（2018年 6月 21日現在）

男性 7名　女性 0名（取締役及び監査役のうち女性の比率　0%）

役職名 氏名 担当又は主な兼職状況
代表取締役社長 飯沼　邦彦

取締役 大和田　徹 財務・経理部、資産運用部担当
SBIインシュアランスグループ株式会社 取締役執行役員

取締役 鈴木　真也 マーケティング部担当
取締役 渡邊　洋介 金融法人営業部担当
常勤監査役 志村　篤夫 SBI少短保険ホールディングス株式会社 社外監査役

社外監査役 今井　隆志 株式会社エナリス 取締役執行役員
エナリスみらい研究所 カンパニープレジデント

社外監査役 若松　亮 若葉パートナーズ法律会計事務所 弁護士
SBIリスタ少額短期保険株式会社 社外監査役

Ⅰ – 09 会計監査人の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ

Ⅰ – 10 従業員の在籍・採用状況

区　　分
在籍数 採用数 2017年度末

2016年度末 2017年度末 2016年度 2017年度 平均年齢 平均勤続年数
内勤職員 109名 105名 18名 11名 45歳 6年
（男子） 64名 65名 15名 6名 46歳 3年
（女子） 45名 40名 3名 5名 45歳 10年
営業職員 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（男子） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（女子） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

Ⅰ – 11 平均給与（内勤職員）
（単位：千円）

区　　分 2017年3月 2018年3月
内勤職員 669 662

（注）　平均給与月額は税込定例給与であり、賞与は含みません。

Ⅰ – 12 平均給与（営業職員）
該当ありません。

Ⅰ – 04 資本金の推移
年月日 増資額 増資後資本金 摘要

 1990年 7月 2日 10,000百万円 10,000百万円 設立
 2000年 11月 1日 8,000百万円 18,000百万円 発行株式数 160千株
 2002年 3月 29日 3,000百万円 21,000百万円 発行株式数 60千株
 2002年 9月 28日 3,000百万円 24,000百万円 発行株式数 120千株 資本準備金組入額 3,000百万円
 2003年 3月 28日 3,500百万円 27,500百万円 発行株式数 140千株 資本準備金組入額 3,500百万円
 2003年 9月 19日 1,500百万円 29,000百万円 発行株式数 60千株 資本準備金組入額 1,500百万円
 2004年 3月 12日 4,000百万円 33,000百万円 発行株式数 160千株 資本準備金組入額 4,000百万円
 2004年 12月 20日 1,500百万円 34,500百万円 発行株式数 60千株 資本準備金組入額 1,500百万円
 2005年 3月 30日 4,000百万円 38,500百万円 発行株式数 160千株 資本準備金組入額 4,000百万円
 2008年 3月 31日 2,500百万円 41,000百万円 発行株式数 100千株 資本準備金組入額 2,500百万円
 2008年 5月 30日 1,500百万円 42,500百万円 発行株式数 60千株 資本準備金組入額 1,500百万円
 2008年 9月 24日 1,000百万円 43,500百万円 発行株式数 40千株 資本準備金組入額 1,000百万円
 2008年 11月 25日 2,000百万円 45,500百万円 発行株式数 80千株 資本準備金組入額 2,000百万円
 2008年 12月 30日 1,000百万円 46,500百万円 発行株式数 40千株 資本準備金組入額 1,000百万円
 2009年 3月 31日 1,000百万円 47,500百万円 発行株式数 40千株 資本準備金組入額 1,000百万円

Ⅰ – 05 株式の総数
発行可能株式総数 2,720千株
発行済株式の総数 1,480千株
当期末株主数 １名

Ⅰ – 06 株式の状況
（1）発行済株式の種類等

発行済株式
種類 発行数 内容
普通株式 1,480千株 －

（2）大株主

株主名
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況

持株数 持株比率 持株数 持株比率
SBIインシュアランスグループ株式会社 1,480千株 100.0％ －千株 －％

Ⅰ – 07 主要株主の状況

名称 主たる営業所又は
事務所の所在地 資本金又は出資金 事業の内容 設立年月日 株式等の総数等に占める

所有株式等の割合

SBIインシュアランス
グループ株式会社

東京都港区六本木
1丁目 6番 1号 3,240百万円 グループ子会社

の経営管理 2016年12月19日 100.0％
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Ⅰ. 会社の概況及び組織



Ⅲ – 01 直近事業年度における事業の概況
P. 2をご参照ください。

Ⅲ – 02   相談・苦情処理態勢、相談（照会、苦情）の件数、及び苦情 
からの改善事例

P. 7をご参照ください。

Ⅲ – 03 契約者に対する情報提供の実態
P. 10をご参照ください。

Ⅲ – 04 商品に対する情報及びデメリット情報提供の方法
P. 10をご参照ください。

Ⅲ – 05 営業職員・代理店教育・研修の概略
P. 11をご参照ください。

Ⅲ – 06 新規開発商品の状況
P. 14をご参照ください。

Ⅲ – 07 保険商品一覧
P. 13、P. 14をご参照ください。

Ⅲ – 08 情報システムに関する状況
P. 12をご参照ください。

Ⅲ – 09 公共福祉活動、厚生事業団活動の概況
P. 21をご参照ください。
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Ⅲ. 直近事業年度における事業の概況

Ⅱ – 01 主要な業務の内容
1. 生命保険業
2.  他の保険会社（外国保険業者を含む。）、少額短期保険業者、その他金融業を行う者の保険業に係る業務の代
理又は事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務

3. 国債、地方債又は政府保証債の引受け、募集の取扱い又は売買
4.  地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務及び保険
業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務

5. その他前各号に掲げる業務に付帯又は関連する事項

Ⅱ – 02 経営方針
P. 1をご参照ください。
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Ⅱ. 保険会社の主要な業務の内容



Ⅴ – 01 貸借対照表
 （単位：百万円）

科　　目 2016年度末 2017年度末 科　　目 2016年度末 2017年度末
（資産の部） （負債の部）

現金及び預貯金 4,512 8,839 保険契約準備金 108,378 101,823 

預貯金 4,512 8,839 支払備金 4,978 3,608 
有価証券 124,718 112,641 責任準備金 103,400 98,049 
国債 46,263 37,246 契約者配当準備金 ̶ 164 
地方債 209 208 代理店借 44 53 

社債 6,156 6,206 再保険借 100 602 

外国証券 28,510 26,214 その他負債 997 543 

その他の証券 43,578 42,766 未払法人税等 44 19 
貸付金 573 446 未払金 358 59 
保険約款貸付 573 446 未払費用 253 262 

有形固定資産 ̶ 2 前受収益 ̶ 0 
建物 ̶ 0 預り金 13 18 
その他の有形固定資産 ̶ 1 金融派生商品 61 139 

無形固定資産 ̶ 68 金融商品等受入担保金 225 ̶ 
ソフトウェア ̶ 68 資産除去債務 37 37 

代理店貸 3 3 仮受金 3 6 
再保険貸 59 1,117 価格変動準備金 358 424 

その他資産 1,620 1,612 繰延税金負債 149 ̶ 

未収金 759 1,034 支払承諾 ̶ 500 

前払費用 44 42 負債の部合計 110,029 103,948 

未収収益 363 347 （純資産の部）
預託金 123 112 資本金 47,500 47,500 

金融派生商品 321 0 資本剰余金 26,500 26,500 

金融商品等差入担保金 ̶ 28 資本準備金 26,500 26,500 
仮払金 ̶ 0 利益剰余金 △ 52,929 △ 52,663 

その他の資産 8 45 その他利益剰余金 △ 52,929 △ 52,663 
繰延税金資産 ̶ 121 繰越利益剰余金 △ 52,929 △ 52,663 
支払承諾見返 ̶ 500 株主資本合計 21,070 21,336 

貸倒引当金 △ 4 △ 4 その他有価証券評価差額金 384 63 

評価・換算差額等合計 384 63 

純資産の部合計 21,454 21,400 

資産の部合計 131,484 125,348 負債及び純資産の部合計 131,484 125,348 
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Ⅴ. 財産の状況

（単位：百万円）
項　　目 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

経常収益 33,530 26,917 26,747 20,538 22,278
経常利益 4,941 1,398 1,498 1,625 497
基礎利益 1,195 892 843 △ 114 483
当期純利益 4,578 1,152 782 729 266

資本金の額及び発行済株式の
総数

47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

1,480,000株 1,480,000株 1,480,000株 1,480,000株 1,480,000株
総資産 161,464 156,453 140,281 131,484 125,348

うち特別勘定資産 51,539 49,941 37,914 31,907 26,064
責任準備金残高 133,293 126,271 110,762 103,400 98,049
貸付金残高 744 1,062 748 573 446
有価証券残高 154,957 150,928 128,353 124,718 112,641
ソルベンシー・マージン比率 1,141.4％ 1,120.3％ 1,299.3％ 1,165.5％ 1,172.2％
従業員数 85名 86名 106名 109名 105名
保有契約高 198,991 177,601 149,994 148,729 554,407

個人保険 146,980 126,853 110,935 114,385 135,289
個人年金保険 52,011 50,747 39,058 34,344 29,720
団体保険 ̶ ̶ ̶ ̶ 389,397

団体年金保険保有契約高 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（注）　  保有契約高とは、個人保険・個人年金保険・団体保険の各保有契約高の合計です。なお、個人年金保険については、年金支払開始前契約と年金支払開始後

契約の責任準備金です。ただし、個人変額年金保険については、保険料積立金を計上しています。
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Ⅳ. 直近5事業年度における主要な業務の状況を示す指標



当社では、外貨建ての有価証券に係る為替変動リスクに対し、為替予約
取引を利用してヘッジしております。

ⅲ 価格変動リスクの管理
価格変動リスクの管理に関しては、バリュー・アット・リスク（VaR）、
市場感応度分析、ストレステスト等によりリスク量を計測し、投資委員
会及び資産運用リスク管理小委員会に報告しております。

ⅳ デリバティブ取引
当社では、デリバティブ取引について、ヘッジ目的のみに利用を限定し、
為替リスクに対しての為替予約取引並びに金利リスクに対しての金利ス
ワップション取引を利用しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりです。 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
現金及び預貯金 4,512 4,512  ̶
有価証券
売買目的有価証券 30,103 30,103  ̶
満期保有目的債券 14,975 14,996 21
責任準備金対応債券 51,908 57,022 5,113
その他有価証券 27,260 27,260  ̶

貸付金
保険約款貸付 573
貸倒引当金（※1） △0

計 573 573 ̶
金融派生商品（※2）
ヘッジ会計が適用されて
いないもの

260 260 ̶

（※1） 貸付金に対する貸倒引当金を控除しております。
（※2）  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して

おり、合計で正味の債務となる場合は、（　）で示しております。
（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預貯金
預貯金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

② 有価証券
・市場価格のある有価証券

3月末における市場価格によっております。
・市場価格のない有価証券
取引先金融機関から提示された価格又は合理的に算定された価額によっ
ております。
なお、組合出資金のうち組合財産が非上場株式など時価を把握すること
が極めて困難と認められるもので構成されているものについては、有価
証券に含めておりません。これらの当期末における貸借対照表価額は、
組合出資金470百万円であります。

③ 貸付金
保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により
返済期限を設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳
簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており
ます。

④ 金融派生商品
為替予約取引の時価については先物為替相場、金利スワップション取引の
時価については、取引先金融機関から提示された価格によっております。

５．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の
合計額は0百万円であります。それぞれの内訳は、延滞債権は0百万円であり、破綻
先債権、3ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権はありません。

 なお、延滞債権とは未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金で
あります。

６．保険業法第118条に規定する特別勘定の資産の額は31,907百万円であります。なお、
負債の額も同額であります。

７．関係会社に対する金銭債権の総額は23百万円、金銭債務の総額は、3百万円であり
ます。

８．繰延税金資産の総額は、3,833百万円、繰延税金負債の総額は、149百万円であります。
 なお、繰延税金資産の総額からその全額を評価性引当額として控除しております。
 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、繰越欠損金2,192百万円、保険契約準備

金1,226百万円であります。繰延税金負債の発生の原因別内訳は、その他有価証券
評価差額金149百万円であります。

 当期における法定実効税率は28.24%であり、法定実効税率と税効果会計適用後の
法人税等の負担率との間の差異の主な内訳は、評価性引当額の増減△4.59%であり
ます。

９．保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再
保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は8
百万円であり、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任
準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は12百万円であります。

10．1株当たりの純資産額は、14,496円43銭であります。

11．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当期末における
当社の今後の負担見積額は171百万円であります｡

 なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

12．当社は、従業員の退職給付に充てるため確定拠出年金制度を設けており、要拠出額
は49百万円であります。

13．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

また、その他有価証券の金利変動リスクに対し、債券先物オプション取
引を利用してヘッジしております。

ⅱ 為替リスクの管理
当社では、外貨建ての有価証券に係る為替変動リスクに対し、為替予約
取引を利用してヘッジしております。

ⅲ 価格変動リスクの管理
価格変動リスクの管理に関しては、バリュー・アット・リスク（ＶａＲ）、
市場感応度分析、ストレステスト等によりリスク量を計測し、投資委員
会及び資産運用リスク管理小委員会に報告しております。

ⅳ デリバティブ取引
当社では、デリバティブ取引について、ヘッジ目的のみに利用を限定し、
為替リスクに対しての為替予約取引並びに金利リスクに対しての債券先
物オプション取引を利用しております。

（4） 金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりです。 （単位：百万円）

貸借対照表計上額 時価 差額
現金及び預貯金 8,839 8,839 ̶
有価証券
売買目的有価証券 24,121 24,121 ̶
満期保有目的債券  14,426 14,487 60
責任準備金対応債券 42,749 46,993 4,243
その他有価証券 30,902 30,902 ̶

貸付金
保険約款貸付 446
貸倒引当金（※1） △0

計 446 446 ̶
金融派生商品（※2）
ヘッジ会計が適用されて
いないもの

（138） （138） ̶

ヘッジ会計が適用されて
いるもの

（0） （0） ̶

（※1） 貸付金に対する貸倒引当金を控除しております。
（※2）  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示して

おり、合計で正味の債務となる場合は、（　）で示しております。
（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金及び預貯金
預貯金は短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。

② 有価証券
・市場価格のある有価証券

3月末における市場価格によっております。
・市場価格のない有価証券
取引先金融機関から提示された価格又は合理的に算定された価額によっ
ております。
なお、組合出資金のうち組合財産が非上場株式など時価を把握すること
が極めて困難と認められるもので構成されているものについては、有価
証券に含めておりません。これらの当期末における貸借対照表価額は、
組合出資金441百万円であります。

③ 貸付金
保険約款貸付は、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により
返済期限を設けておらず、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳
簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としており
ます。

④ 金融派生商品
為替予約取引の時価については先物為替相場、債券先物オプション取引の
時価については取引所の清算価格によっております。

３．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、3ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権の
合計額は0百万円であります。それぞれの内訳は、延滞債権は0百万円であり、破綻
先債権、3ヵ月以上延滞債権及び貸付条件緩和債権はありません。

 なお、延滞債権とは未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金で
あります。

４．有形固定資産の減価償却累計額は0百万円であります。

５．保険業法第118条に規定する特別勘定の資産の額は26,064百万円であります。なお、
負債の額も同額であります。

６．関係会社に対する金銭債権の総額は116百万円、金銭債務の総額は59百万円であり
ます。

７．繰延税金資産の総額は、1,916百万円、繰延税金負債の総額は、25百万円であります。
繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した金額は1,770百万円であります。

 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金1,382百万円、減損損失
256百万円であります。繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券
評価差額金24百万円であります。

 当期における法定実効税率は28.24％であり、法定実効税率と税効果会計適用後の
法人税等の負担率との間の差異の主な内訳は、評価性引当額の増減△961.4％、繰
越欠損金の期限切れ905.2％であります。

８．契約者配当準備金の異動状況は次のとおりです。
 当期首現在高 －百万円
 契約者配当準備金繰入額　164百万円
 当期末現在高　　　　　　164百万円

９．保険業法施行規則第73条第3項において準用する同規則第71条第1項に規定する再
保険を付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額は24
百万円であり、同規則第71条第1項に規定する再保険を付した部分に相当する責任
準備金（以下「出再責任準備金」という。）の金額は609百万円であります。

10．１株当たりの純資産額は、14,459円60銭であります。

11．保険業法第259条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当期末における
当社の今後の負担見積額は144百万円であります｡

 なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として処理しております。

12．当社は、従業員の退職給付に充てるため確定拠出年金制度を設けており、要拠出額
は47百万円であります。

13．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表　注記事項
2016年度末 2017年度末

１．重要な会計方針
（1） 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）

の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、
満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業
における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金対応債券
については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価
があるものについては3月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は
移動平均法）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移
動平均法による原価法によっております。

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。

（2） デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
（3） 有形固定資産の減価償却の方法は、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設

備については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。
 なお、有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、

3年間で均等償却を行っております。
（4） 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。
（5） 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生して
いる債務者（以下「破綻先」という）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っ
ている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権については、債権額か
ら担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に対する
債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認
める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間にお
ける貸倒実績等から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しており
ます。

 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果
に基づいて上記の引当を行っております。

（6） 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上してお
ります。

（7） 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
（8） 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金

については次の方式により計算しています。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成8年大
蔵省告示第48号）

② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
 また、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づき積み立てた責任準備金

1,919百万円が含まれております。
（9） 無形固定資産に計上される自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用

可能期間に基づく定額法によっております。

２．法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する
実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、
平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を定率法から定額
法に変更しております。

 なお、この変更による損益への影響は軽微です。

３．（追加情報）
 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成

28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

４．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針
 当社では、生命保険契約の引受を行うことにより、保険契約者から保険料とし
て収受した金銭等を有価証券を中心とした金融商品に投資し、資産運用を行っ
ております。生命保険事業を行ううえで、主として金利変動を伴う金融資産及
び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように当
社では資産及び負債の総合管理（ALM）を行っております。

（2） 金融商品の内容及びリスク
 当社が保有する金融資産は有価証券が多くを占め、主に債券、投資信託から構
成されております。保険業法第118条第1項に規定する特別勘定以外の勘定で
ある一般勘定の債券運用では、有価証券の過半を「保険業における「責任準備
金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取り扱い」（日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金対応債券として保有して
おり、一部の債券を満期保有目的及びその他有価証券として保有しております。
他に国内外の投資信託をその他有価証券として保有しております。また特別勘
定資産の有価証券はすべて売買目的有価証券として保有しております。これら
はそれぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスク
に晒されております。

 この他デリバティブ取引として一般勘定における外貨建資産に対する為替リス
クをヘッジする目的で為替予約取引を行っております。また、金利リスクをヘッ
ジする目的として金利スワップション取引を利用しております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
 当社では、資産運用リスク管理方針及び資産運用リスク管理諸規程を定め、こ
れらに基づいて金融商品に係る取引を管理しております。金融商品に係る日常
のリスク管理は取引の執行部門と事務部門がそれぞれ所管し、取り扱う金融商
品の個別リスクの把握、評価、コントロール及びモニタリングを行い、その状
況を投資委員会及び資産運用リスク管理小委員会に報告しております。また、
リスク管理部門は、その状況が規程等に定められた要求を満たしているかモニ
タリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告しております。資産運用
リスク管理小委員会では、資産運用リスクに関する事項について検討、分析を
行い、資産運用リスク管理上の方針や具体策をリスク管理委員会に報告してお
ります。リスク管理委員会は、資産運用リスクを含む全社的なリスク管理状況
の確認や審議のために開催され、取締役会等に必要な報告を行う体制となって
おります。
① 信用リスクの管理
 当社では、資産運用関連諸規程において信用リスクに関する管理方法を定め
ております。保有する有価証券の発行体及び預金預入銀行の信用リスク並び
にデリバティブ取引のカウンターパーティリスクに関しては、信用状況及び
投資残高を定期的に把握し、投資委員会及び資産運用リスク管理小委員会に
報告しております。

② 市場リスク管理
ⅰ 金利リスクの管理
当社では、金利変動に対する資産・負債の時価変動リスクを減殺するた
めに、特定の保険契約群に対応して責任準備金対応債券を設定し、債券
のデュレーション（金利変動に対する債券価格変動の程度）と対応する保
険契約群における責任準備金のデュレーションを一定の範囲でマッチン
グさせることとしております。
責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションの対応状況について
は、四半期毎に検証し、一般勘定資産全体の状況と併せて資産運用リス
ク管理小委員会及びリスク管理委員会に報告され、状況の確認及び今後
の対応等の協議を行っております。
また、その他有価証券の金利変動リスクに対し、金利スワップション取
引を利用してヘッジしております。

ⅱ 為替リスクの管理

１．重要な会計方針
（1） 有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものを含む）

の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価の算定は移動平均法）、
満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保険業
における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日
本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21号）に基づく責任準備金対応債券
については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価
があるものについては3月末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は
移動平均法）、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移
動平均法による原価法によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。

（2） 個人保険に設定した1つの小区分（保険種類・資産運用方針等により設定）に対応
した債券のうち、負債に応じたデュレーションのコントロールを図る目的で保
有するものについて、「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の
会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第21
号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。

（3） デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
（4） 有形固定資産の減価償却の方法は、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設

備については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっておりま
す。
なお、有形固定資産のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、
3年間で均等償却を行っております。　　　　　

（5） 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場により円換算しております。
（6） 貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計

上しております。破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生して
いる債務者（以下「破綻先」という）に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っ
ている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債権については、債権額か
ら担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に
陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下「破綻懸念先」という）に対する
債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見
込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認
める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間にお
ける貸倒実績等から算出した貸倒実績率等を債権額に乗じた額を計上しており
ます。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果
に基づいて上記の引当を行っております。

（7） 価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上してお
ります。

（8） 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
（9） ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）に

従い、外貨建のその他有価証券に対する為替変動リスクのヘッジとして時価ヘッ
ジを行っております。
なお、ヘッジの有効性の判定は、ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較す
る比率分析によっております。

（10） 責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金
については次の方式により計算しています。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式（平成8年大
蔵省告示第48号）

② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
 また、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づき積み立てた責任準備金

1,879百万円が含まれております。
（11） 無形固定資産に計上される自社利用のソフトウェアの減価償却の方法は、利用

可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

２．金融商品の状況に関する事項及び金融商品の時価等に関する事項
（1） 金融商品に対する取組方針

当社では、生命保険契約の引受を行うことにより、保険契約者から保険料とし
て収受した金銭等を有価証券を中心とした金融商品に投資し、資産運用を行っ
ております。
生命保険事業を行ううえで、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を
有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように当社では資産及
び負債の総合管理（ＡＬＭ）を行っております。

（2） 金融商品の内容及びリスク
当社が保有する金融資産は有価証券が多くを占め、主に債券、投資信託から構
成されております。保険業法第118条第1項に規定する特別勘定以外の勘定であ
る一般勘定の債券運用では、その過半を「保険業における「責任準備金対応債券」
に関する当面の会計上及び監査上の取り扱い」（日本公認会計士協会業種別監査
委員会報告第21号）に基づく責任準備金対応債券として保有しており、一部の
債券を満期保有目的及びその他有価証券として保有しております。他に国内外
の投資信託をその他有価証券として保有しております。また特別勘定資産の有
価証券はすべて売買目的有価証券として保有しております。これらはそれぞれ
発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されて
おります。
この他デリバティブ取引として一般勘定における外貨建資産に対する為替リス
クをヘッジする目的で為替予約取引を行っており、外貨建その他有価証券に対
する部分については、ヘッジ会計を適用しております。また、金利リスクをヘッ
ジする目的として債券先物オプション取引を利用しております。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
当社では、資産運用リスク管理方針及び資産運用リスク管理諸規程を定め、こ
れらに基づいて金融商品に係る取引を管理しております。金融商品に係る日常
のリスク管理は取引の執行部門と事務部門がそれぞれ所管し、取り扱う金融商
品の個別リスクの把握、評価、コントロール及びモニタリングを行い、その状
況を投資委員会及び資産運用リスク管理小委員会に報告しております。また、
リスク管理部門は、その状況が規程等に定められた要求を満たしているかモニ
タリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告しております。資産運用
リスク管理小委員会では、資産運用リスクに関する事項について検討、分析を
行い、資産運用リスク管理上の方針や具体策をリスク管理委員会に報告してお
ります。リスク管理委員会は、資産運用リスクを含む全社的なリスク管理状況
の確認や審議のために開催され、取締役会等に必要な報告を行う体制となって
おります。
① 信用リスクの管理
 当社では、資産運用関連諸規程において信用リスクに関する管理方法を定め
ております。保有する有価証券の発行体及び預金預入銀行の信用リスク並び
にデリバティブ取引のカウンターパーティリスクに関しては、信用状況及び
投資残高を定期的に把握し、投資委員会及び資産運用リスク管理小委員会に
報告しております。

② 市場リスク管理
ⅰ 金利リスクの管理
当社では、金利変動に対する資産・負債の時価変動リスクを減殺するた
めに、特定の保険契約群に対応して責任準備金対応債券を設定し、債券
のデュレーション（金利変動に対する債券価格変動の程度）と対応する保
険契約群における責任準備金のデュレーションを一定の範囲でマッチン
グさせることとしております。
責任準備金対応債券と責任準備金のデュレーションの対応状況について
は、四半期毎に検証し、一般勘定資産全体の状況と併せて資産運用リス
ク管理小委員会及びリスク管理委員会に報告され、状況の確認及び今後
の対応等の協議を行っております。
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Ⅴ. 財産の状況



Ⅴ – 02 損益計算書
（単位：百万円）

科　　目 2016年度 2017年度
経常収益 20,538 22,278 
保険料等収入 5,400 　　　　8,258 
保険料 5,136 7,308 
再保険収入 263 950 
資産運用収益 7,257 7,297 
利息及び配当金等収入 1,715 2,407 
預貯金利息 ̶ 2 
有価証券利息・配当金 1,697 2,381 
貸付金利息 11 9 
その他利息配当金 6 13 
有価証券売却益 2,130 778 
有価証券償還益 1 ̶
金融派生商品収益 ̶ 348 
貸倒引当金戻入額 8 ̶ 
その他運用収益 0 0 
特別勘定資産運用益 3,402 3,763 
その他経常収益 7,880 6,721 
年金特約取扱受入金 36 ̶ 
支払備金戻入額 451 1,369 
責任準備金戻入額 7,361 5,350 
その他の経常収益 30 1 

経常費用 18,912 21,780 
保険金等支払金 15,385 17,742 
保険金 968 1,549 
年金 4,115 3,868 
給付金 1,054 1,025 
解約返戻金 8,979 8,890 
その他返戻金 48 1,412 
再保険料 218 995 
資産運用費用 265 730 
支払利息 0 1 
有価証券売却損 18 ̶ 
金融派生商品費用 185 ̶ 
為替差損 8 681 
貸倒引当金繰入額 ̶ 0 
その他運用費用 53 46 
事業費 3,215 3,281 
その他経常費用 45 26 
保険金据置支払金 0 0 
税金 25 25 
減価償却費 14 1 
その他の経常費用 6 ̶ 

経常利益 1,625 497 
特別損失 661 117 
減損損失 605 52 
価格変動準備金繰入額 55 65 

契約者配当準備金繰入額 ̶ 164 
税引前当期純利益 964 214 
法人税及び住民税 235 94 
法人税等調整額 ̶ △ 145 
法人税等合計 235 △ 51 
当期純利益 729 266 

損益計算書　注記事項
2016年度 2017年度

1. 関係会社との取引による費用の総額は、46百万円であります。

2. 有価証券売却益の主な内訳は、株式等 38百万円、外国証券 440百万円、その他の
証券 1,650百万円であります。

3. 有価証券売却損の主な内訳は、株式等 0百万円、その他の証券 17百万円であります。

4. 支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は 8百万円、責
任準備金戻入額の計算上、差し引かれた出再責任準備金戻入額の金額は 0百万円で
あります。

5. 金融派生商品費用には評価損が 461百万円含まれております。

6. 1株当たりの当期純利益は 493円 02銭であります。算定上の基礎である当期純利
益及び普通株式に係る当期純利益はともに 729百万円、普通株式の期中平均株数は、
1,480千株であります。

7. 当期における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。
 当社は、保険営業等の用に供している固定資産について、保険営業全体で 1つの資
産グループとしております。

 上記の資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

 なお、減損損失を計上した固定資産の種類ごとの内訳は、以下のとおりであります。
建物付属設備 97百万円
器具及び備品 73百万円
自社利用のソフトウェア 433百万円
減損損失 計 605百万円

8. 関連当事者との取引

属性 会社等の
名称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（百万円）
科目

期末
残高

（百万円）

親会社の
子会社

SBI損害保険
株式会社 ̶ 社債の

引受

社債の
引受 500 社債 496

利息の
受取 13 未収

利息 5

 取引条件及び取引条件の決定方針
 社債利率については市場金利等を勘案し協議の上で決定しております。

9. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

1. 関係会社との取引による費用の総額は 333 百万円であります。

2. 有価証券売却益の主な内訳は、国債等債券 536 百万円、株式等 24 百万円、その他
の証券 216 百万円であります。

3. 支払備金戻入額の計算上、足し上げられた出再支払備金繰入額の金額は 15 百万円、
責任準備金戻入額の計算上、足し上げられた出再責任準備金繰入額の金額は 597 
百万円であります。

4. 金融派生商品収益には評価損が 185 百万円含まれております。

5. １株当たりの当期純利益は 179 円 93 銭であります。算定上の基礎である当期純利
益及び普通株式に係る当期純利益はともに 266 百万円、普通株式の期中平均株数は、
1,480 千株であります。

6. 当期における固定資産の減損損失に関する事項は、次のとおりであります。
 当社は、保険営業等の用に供している固定資産について、保険営業全体で 1 つの資
産グループとしております。

 上記の資産グループについて、回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

 なお、減損損失を計上した固定資産の種類ごとの内訳は、以下のとおりであります。
器具及び備品 1 百万円
自社利用のソフトウェア 50 百万円
減損損失 計 52 百万円

7. 関連当事者との取引

属性 会社等の
名称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引
金額

（百万円）
科目

期末
残高

（百万円）

親会社の
子会社

SBI 損害
保険株式
会社

̶ 社債の
引受

利息の
受取 15

社債 497

未収利息 5

親会社の
子会社

SBI
レミット
株式会社

̶ 与信
取引先

債務
保証 500

支払承諾
見返 500

支払承諾 500

保証料
の受取 3 前受収益 0

 取引条件及び取引条件の決定方針
 社債利率は市場金利等を勘案し協議の上で決定しております。
 保証料は市場金利を基準として決定しております。

8. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

Ⅴ. 財産の状況
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Ⅴ – 03 キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科　　目 2016年度 2017年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（△は損失） 964 214 
減価償却費 14 1 
減損損失 605 52 
支払備金の増減額（△は減少） △ 451 △ 1,369 
責任準備金の増減額（△は減少） △ 7,361 △ 5,350 
契約者配当準備金繰入額 ̶  164 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 10 △ 0 
価格変動準備金の増減額（△は減少） 55 65 
利息及び配当金等収入 △ 1,715 △ 2,407 
有価証券関係損益（△は益） △ 2,113 △ 778 
金融派生商品損益（△は益） 185 △ 348 
支払利息 0 1 
為替差損益（△は益） 6 681 
特別勘定資産運用損益（△は益） △ 3,402 △ 3,763 
代理店貸の増減額（△は増加） 10 0 
再保険貸の増減額（△は増加） △ 44 △ 1,057 
その他資産（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は増加） 808 △ 784 
代理店借の増減額（△は減少） 21 8 
再保険借の増減額（△は減少） 40 502 
その他負債（除く投資活動関連・財務活動関連）の増減額（△は減少） △ 634 292 
小計 △ 13,020 △ 13,873 

利息及び配当金等の受取額 1,686 2,830 
利息の支払額 △ 0 △ 1 
その他 △ 0 － 
法人税等の支払額 △ 224 △ 119 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 11,558 △ 11,163 

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △ 31,311 △ 13,557 
有価証券の売却・償還による収入 38,454 29,416 
貸付けによる支出 △ 74 △ 117 
貸付金の回収による収入 258 251 
金融派生商品収益の受取額（△は費用の支払額） 358 ̶  
資産運用活動計 7,686 15,993 

（営業活動及び資産運用活動計）  （△ 3,872）  （4,830） 
有形固定資産の取得による支出 △ 68 △ 79 
無形固定資産の取得による支出 △ 199 △ 344 

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,418 15,569 

財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ̶  － 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 131 △ 39 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 4,272 4,366 

現金及び現金同等物期首残高 8,784 4,512 

現金及び現金同等物期末残高 4,512 8,878 

注記事項　キャッシュ・フロー計算書関係
2016年度 2017年度

1. キャッシュ ･フロー計算書上の現金及び現金同等物には、手許現金、随時引き出し可
能な預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上してお
ります。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
は、次のとおりであります。

現金及び預貯金 4,512百万円
現金及び現金同等物 4,512百万円

3. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

1. キャッシュ ･フロー計算書上の現金及び現金同等物には、手許現金、随時引き出し可
能な預金及び取得日から３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能
であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上してお
ります。

2. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
は、次のとおりであります。

現金及び預貯金 8,839百万円
その他の資産に含まれる預け金 39百万円
現金及び現金同等物 8,878百万円

3. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。
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Ⅴ – 04 株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

2016年度
株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金 株主資本

合計資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 47,500 26,500 26,500 △ 53,659 △ 53,659 20,340
当期変動額
　当期純利益 ̶ ̶ ̶ 729 729 729
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
　当期変動額合計 ̶ ̶ ̶ 729 729 729
当期末残高 47,500 26,500 26,500 △ 52,929 △ 52,929 21,070

評価・換算差額等 純資産
合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,499 1,499 21,839
当期変動額
　当期純利益 ̶ ̶ 729
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 1,114 △ 1,114 △ 1,114
　当期変動額合計 △ 1,114 △ 1,114 △ 385
当期末残高 384 384 21,454

（単位：百万円）
2017年度

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金 株主資本

合計資本準備金 資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計繰越利益剰余金

当期首残高 47,500 26,500 26,500 △ 52,929 △ 52,929 21,070
当期変動額
　当期純利益 ̶ ̶ ̶ 266 266 266
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
　当期変動額合計 ̶ ̶ ̶ 266 266 266
当期末残高 47,500 26,500 26,500 △ 52,663 △ 52,663 21,336

評価・換算差額等 純資産
合計その他有価証

券評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 384 384 21,454
当期変動額
　当期純利益 ̶ ̶ 266
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 320 △ 320 △ 320
　当期変動額合計 △ 320 △ 320 △ 54
当期末残高 63 63 21,400

株主資本等変動計算書　注記事項
2016年度 2017年度

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（単位：千株）
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 1,480 ― ― 1,480

2. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 1,480 ̶ ̶ 1,480

2. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しております。

Ⅴ. 財産の状況

Ⅴ – 05 債務者区分による債権の状況
（単位：百万円、％）

区　　分 2016年度末 2017年度末
破産更生債権及びこれらに準ずる債権 0 0
危険債権 0 0
要管理債権 ̶ ̶

小計 0 0
（対合計比） （　0.0） （　0.0）
正常債権 581 952
合計 581 952

（注） 1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対
する債権及びこれらに準ずる債権です。

 2. 危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りがで
きない可能性の高い債権です。

 3. 要管理債権とは、３ヵ月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金です。なお、３ヵ月以上延滞貸付金とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３ヵ月
以上遅延している貸付金（注１及び２に掲げる債権を除く。）、条件緩和貸付金とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金（注１及び２に掲げる債権並びに３ヵ月以上延滞貸付金を除
く。）です。

 4. 正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、注１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権です。

（単位：百万円、％）
区　　分 2016年度末 2017年度末

破綻先債権額 ̶ ̶
延滞債権額 0 0
３ヵ月以上延滞債権額 ̶ ̶
貸付条件緩和債権額 ̶ ̶
合計 0 0
（貸付残高に対する比率） （　0.0） （　0.0）
（注） 1. 破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものと

して未収利息を計上しなかった貸付金（未収利息不計上貸付金）のうち、会社更生法、民事再生法、破産法、会社法等による手続き申立てにより法的倒産
となった債務者、又は手形交換所の取引停止処分を受けた債務者、あるいは、海外の法律により上記に準ずる法律上の手続き申立てがあった債務者に
対する貸付金です。

 2. 延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、上記破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以
外の貸付金です。

 3. ３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上遅延しているもので、破綻先債権、延滞債権に該当しない貸付金で
す。

 4. 貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者
に有利となる取決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金です。

Ⅴ – 07 元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況
該当ありません。

Ⅴ – 06 リスク管理債権の状況
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Ⅴ – 08 保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）
（単位：百万円）

項　　目 2016年度末 2017年度末
ソルベンシー・マージン総額　 （Ａ） 24,401 25,554 

資本金等 21,070 21,336 
価格変動準備金 358 424
危険準備金 872 1,344 
一般貸倒引当金 1 2
（その他有価証券評価差額金（税効果控除前）・繰延ヘッジ
損益（税効果控除前））×90％（マイナスの場合100％） 480 79

土地の含み損益× 85％（マイナスの場合 100％） ̶ ̶
全期チルメル式責任準備金相当額超過額 2,114 2,865 
負債性資本調達手段等 ̶ ̶
全期チルメル式責任準備金相当額超過額及び負債性資本
調達手段等のうち、マージンに算入されない額 ̶ ̶

控除項目 △ 496 △ 497
その他 ̶ ̶

リスクの合計額　　　(R1+R8)2+(R2+R3+R7)2+R4 （Ｂ） 4,186 4,360

保険リスク相当額 R1 346 617
第三分野保険の保険リスク相当額 R8 233 236
予定利率リスク相当額 R2 589 569
最低保証リスク相当額 R7 113 66
資産運用リスク相当額 R3 3,304 3,487 
経営管理リスク相当額 R4 137 149

ソルベンシー・マージン比率
（ A ）

（ 1 / 2） × （ B）
1,165.5% 1,172.2% 

（注） 1. 上記は、保険業法施行規則第８６条、第８７条、第１６１条、第１６２条、第１９０条及び平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出しています。
 2. 「資本金等」は貸借対照表の「純資産の部合計」から「評価・換算差額等」を控除した額を記載しております。
 　3. 「最低保証リスク相当額 Ｒ７」は標準的方式を用いて算出しています。
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Ⅴ – 09 有価証券等の時価情報（会社計）
（1） 有価証券の時価情報
① 売買目的有価証券の評価損益

（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

貸借対照表計上額 当期の損益に
含まれた評価損益 貸借対照表計上額 当期の損益に

含まれた評価損益

売買目的有価証券 30,103 1,181 24,121 268

② 有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの） 
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

帳簿
価額 時価

差損益 帳簿
価額 時価

差損益
差益 差損 差益 差損

満期保有目的の債券 14,975 14,996 21 202 180 14,426 14,487 60 231 171 
責任準備金対応債券 51,908 57,022 5,113 5,295 181 42,749 46,993 4,243 4,315 72 
子会社・関連会社株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他有価証券 26,726 27,260 534 541 7 30,813 30,902 88 230 142 
公社債 500 496 △ 3 ̶ 3 750 747 △ 2 0 2 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 3,252 3,300 47 50 2 3,809 3,834 25 34 9 
公社債 2,750 2,800 50 50 0 2,750 2,781 31 31 0 
株式等 502 500 △ 2 ̶ 2 1,059 1,053 △ 6 2 9 

その他の証券 22,973 23,463 489 491 1 26,253 26,319 65 195 130 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

合計 93,609 99,279 5,669 6,039 369 87,989 92,382 4,392 4,777 385 
公社債 52,633 57,745 5,112 5,296 184 43,662 47,905 4,242 4,317 74 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 18,002 18,070 67 251 183 18,073 18,157 84 264 180 

公社債 17,499 17,569 70 251 181 17,013 17,104 91 262 171 
株式等 502 500 △ 2 ̶ 2 1,059 1,053 △ 6 2 9 

その他の証券 22,973 23,463 489 491 1 26,253 26,319 65 195 130 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
（注）　本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

満期保有目的の債券
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

貸借対照表
計上額 時価 差額 貸借対照表

計上額 時価 差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 6,681 6,883 202 6,486 6,717 231 
公社債 225 226 1 163 164 0 
外国証券 6,456 6,656 200 6,323 6,553 230 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 8,293 8,112 △ 180 7,940 7,769 △ 171 
公社債 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 8,293 8,112 △ 180 7,940 7,769 △ 171 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
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責任準備金対応債券
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

貸借対照表
計上額 時価 差額 貸借対照表

計上額 時価 差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 46,628 51,924 5,295 36,685 41,001 4,315 
公社債 46,628 51,924 5,295 36,685 41,001 4,315 
外国証券 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

時価が貸借対照表計上額を超えないもの 5,279 5,097 △ 181 6,063 5,991 △ 72 
公社債 5,279 5,097 △ 181 6,063 5,991 △ 72 
外国証券 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

その他有価証券
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

帳簿価額 貸借対照表
計上額 差額 帳簿価額 貸借対照表

計上額 差額

貸借対照表計上額が帳簿価額を超えるもの 24,392 24,933 541 8,178 8,408 230 
公社債 ̶ ̶ ̶ 250 250 0 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 2,500 2,550 50 3,008 3,042 34 
その他の証券 21,892 22,383 491 4,919 5,115 195 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

貸借対照表計上額が帳簿価額を超えないもの 2,334 2,327 △ 7 22,635 22,493 △ 142 
公社債 500 496 △ 3 500 497 △ 2 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 752 750 △ 2 801 792 △ 9 
その他の証券 1,081 1,079 △ 1 21,334 21,203 △ 130 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

・時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。
 （単位：百万円）

区　　分 2016年度末 2017年度末
満期保有目的の債券　 ̶ ̶ 

非上場外国債券 ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ 

責任準備金対応債券 ̶ ̶ 
子会社・関連会社株式 ̶ ̶ 
その他有価証券 470 441

非上場国内株式（店頭売買株式を除く） ̶ ̶ 
非上場外国株式（店頭売買株式を除く） ̶ ̶ 
非上場外国債券 ̶ ̶ 
その他 470 441

合計 470 441

（2） 金銭の信託の時価情報
該当ありません。

（3） デリバティブ取引の時価情報

1. 定性的情報
 ① 取引の内容

当社が利用対象としているデリバティブ取引は以下のとおりです。
・ 通貨関連：為替予約
・ 債券関連：債券先物オプション

 ② 取組方針
当社では、デリバティブ取引を、運用資産の為替リスク及び金利リスクに対する有効なヘッジ手段と位置付
けており、原則としてヘッジ目的に利用を限定しています。

 ③ 利用目的
当社が利用しているデリバティブ取引の主な利用目的は、以下のとおりです。
・「通貨関連取引」は、外貨建て資産の購入・売却時の為替レートを事前に確定する目的、及び為替変動に
よる損失を一定範囲内に限定する等、為替リスクを回避する目的で利用しています。
・「債券関連取引」は、現物資産の金利変動による時価損益の変動をある程度抑制する目的で利用しています。

 ④ リスクの内容
当社が利用しているデリバティブ取引は価格変動リスク及び金利リスクのヘッジを目的としているため、デ
リバティブ取引に係る市場リスクは減殺され、限定的なものとなっています。また、取引形態は格付等を勘案
し、信用度が高いと判断される取引先を選別した店頭取引であり、取引相手先の信用リスクは限定的です。

 ⑤ リスク管理体制
リスク管理方針は社内規程に基づき、基本方針、ヘッジ方針、リスクモニタリング方法、ヘッジ対象および手
段、ヘッジ有効性の検証方法等を策定し、運営されています。取引ならびに運用状況につきましては、ヘッジ
対象資産とヘッジ手段の損益をトータルで把握する等、包括的な管理を行っており、その状況は投資委員会
等に報告されています。

 ⑥ 定量的情報に関する補足説明
デリバティブ取引については、ヘッジ対象資産の価格変動リスクをヘッジする目的で保有しており、デリバティ
ブ取引の損益を単独で認識するのではなく、ヘッジ対象資産の損益と合算して認識する必要があります。

2. 定量的情報
 ① 差損益の内訳（ヘッジ会計適用・非適用分の内訳）

（単位：百万円）

金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合計
ヘッジ会計適用分 ̶ △ 0 ̶ ̶ ̶ △ 0
ヘッジ会計非適用分 ̶ △ 139 ̶ △ 26 ̶ △ 165
合計 ̶ △ 139 ̶ △ 26 ̶ △ 166

（注）　ヘッジ会計適用分のうち時価ヘッジ適用分の差損益（通貨関連△0百万円）、及びヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。
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 ② ヘッジ会計が適用されていないもの
  金利関連

（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益うち1年超 うち1年超

店頭

金利スワップション
買建
固定金利支払 /変動金利受取 14,118 ̶ ̶ ̶

（264） 321 57 ̶ ̶ ̶
合計 57 ̶

（注） 1. （　）内はオプション料を記載しております。
 2. 金利スワップションの差損益は、オプション料と時価との差額を記載しています。

  通貨関連
（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益うち1年超 うち1年超

店頭

為替予約
売建 15,025 ̶ △ 61 △ 61 14,500 ̶ △ 139 △ 139
（うち米ドル） 14,625 ̶ △ 56 △ 56 14,032 ̶ △ 133 △ 133
（うち英ポンド） 400 ̶ △ 5 △ 5 468 ̶ △ 5 △ 5

合計 △ 61 △ 139

（注） １. 年度末の為替相場は先物相場を使用しています。
 2. 為替予約の時価は、差金決済額（差損益）を記載しています。

  株式関連
該当ありません。

  債券関連
（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益うち1年超 うち1年超

取引所

債券先物オプション
買建
プット ̶ ̶ 5,313 ̶

̶ ̶ ̶ （27） 0 △ 26
合計 ̶ △ 26

（注） 1. （　）内はオプション料を記載しております。
 2. 債券先物オプションの差損益は、オプション料と時価との差額を記載しています。

  その他
該当ありません。

 ③ ヘッジ会計が適用されているもの

  金利関連
該当ありません。

  通貨関連
（単位：百万円）

ヘッジ会計
の方針 種　　類 主なヘッジ対象

2016年度末 2017年度末
契約額等 時価 契約額等 時価うち1年超 うち1年超

時価ヘッジ
為替予約

その他有価証券売建 ̶ ̶ ̶ 527 ̶ △ 0
（うち米ドル） ̶ ̶ ̶ 527 ̶ △ 0

合計 ̶ △ 0

（注） 1. 年度末の為替相場は先物相場を使用しています。
 2. 為替予約の時価は、差金決済額（差損益）を記載しています。

  株式関連
該当ありません。

  債券関連
該当ありません。

  その他
該当ありません。



Ⅴ – 10 経常利益等の明細（基礎利益）
 （単位：百万円）

2016年度 2017年度
基礎利益 Ａ △ 114 483 
キャピタル収益 2,092 1,126 

金銭の信託運用益 ̶ ̶ 
売買目的有価証券運用益 ̶ ̶ 
有価証券売却益 2,092 778 
金融派生商品収益 ̶ 348 
為替差益 ̶ ̶ 
その他キャピタル収益 ̶ ̶ 

キャピタル費用 211 681 
金銭の信託運用損 ̶ ̶ 
売買目的有価証券運用損 ̶ ̶ 
有価証券売却損 18 ̶ 
有価証券評価損 ̶ ̶ 
金融派生商品費用 185 ̶ 
為替差損 8 681 
その他キャピタル費用 ̶ ̶ 

キャピタル損益 Ｂ 1,880 444 
キャピタル損益含み基礎利益 Ａ＋Ｂ 1,765 928 
臨時収益 65 40 

再保険収入 ̶ ̶ 
危険準備金戻入額 56 ̶ 
個別貸倒引当金戻入額 8 0 
その他臨時収益 ̶ 40 

臨時費用 205 471 
再保険料 ̶ ̶ 
危険準備金繰入額 ̶ 471 
個別貸倒引当金繰入額 ̶ ̶ 
特定海外債権引当勘定繰入額 ̶ ̶ 
貸付金償却 ̶ ̶ 
その他臨時費用 205 ̶ 

臨時損益 Ｃ △ 139 △ 430 
経常利益 Ａ＋Ｂ＋Ｃ 1,625 497 

（注） 1. その他臨時収益（費用）には、保険業法施行規則第69条第5項の規定に基づく責任準備金戻入（繰入）額を記載しております。

Ⅴ – 11 会社法による会計監査人の監査
当社は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、2017年度の計算書類及びその附属明細書について、有限
責任監査法人トーマツの監査を受けております。

Ⅴ – 12   代表者による財務諸表の適正性及び財務諸表作成に係る内部
監査の有効性の確認

当社の代表取締役社長は、財務諸表に記載された事項が適正であること及び財務諸表作成に係る内部監査が有効
であることを確認しております。

Ⅴ – 13   保険会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重
要な疑義を生じさせるような事象等

該当ありません。

4847 ANNUAL REPORT 2018

Ⅴ. 財産の状況



Ⅵ – 01 主要な業務の状況を示す指標等
（１） 決算業績の概況

P. 31をご参照ください。

（２） 保有契約高及び新契約高
・保有契約高

（単位：千件、百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末

件　　数 金　　額 件　　数 金　　額
前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比

個人保険 102 99.1 114,385 103.1 104 101.8 135,289 118.3
個人年金保険 5 83.2 34,344 87.9 4 81.1 29,720 86.5
団体保険 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 389,397 ̶
団体年金保険 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（注）　個人年金保険の金額は、年金支払開始前契約と年金支払開始後契約の責任準備金の合計です。

・新契約高　
 （単位：千件、百万円、％）

区　　分

2016年度 2017年度
件　　数 金　　額 件　　数 金　　額

前年
度比

前年
度比 新契約

転換に
よる
純増加

前年
度比

前年
度比 新契約

転換に
よる
純増加

個人保険 4 916.5 17,867 1,821.3 17,867 ̶ 7 174.2 34,338 192.2 34,338 ̶
個人年金保険 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
団体保険 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 14,122 ̶ 14,122 ̶ 
団体年金保険 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

（３） 年換算保険料
・保有契約

 （単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末

前年度末比 前年度末比
個人保険 5,569 91.5 5,446 97.8 
個人年金保険 2,229 80.4 1,763 79.1 
合計 7,799 88.0 7,210 92.4 

うち医療保障・生前給付保障等 2,896 97.9 2,875 99.3 

・新契約
 （単位：百万円、％）

区　　分
2016年度 2017年度

前年度比 前年度比
個人保険 201 1,205.1 294 146.5
個人年金保険 26 69.9 28 107.1
合計 227 413.5 323 141.9

うち医療保障・生前給付保障等 117 1,011.8 148 126.0

（注） 1. 年換算保険料とは、１回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ､１年あたりの保険料に換算した金額です（一時払契約等は、保
険料を保険期間で除した金額）。

 2. 「医療保障・生前給付保障等」については、医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾病給付、介護給付等）、保険料払込免
除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事由とするものを含む）等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。

（４） 保障機能別保有契約高 
（単位：百万円）

（注） 1. （　）内数値は主契約の付随保障
部分及び特約の保障を表します。ただ
し、定期特約の普通死亡保障は主要保
障部分に計上し、団体信用就業不能保
障保険の保障は付随保障部分に計上
しています。

 2. 生存保障の満期・生存給付欄の個人年
金保険の金額は、年金支払開始前契約
の責任準備金を表します。

 3. 生存保障の年金欄の金額は、年金年額
を表します。

 4. 生存保障のその他欄の金額は個人年
金保険（年金支払開始後）の責任準備
金を表します。

 5. 入院保障欄の金額は入院給付日額を
表します。

 6. 入院保障の疾病入院のその他共計の
金額は主要保障部分と付随保障部分
の合計を表します。

 7. その他の団体保険は、団体信用就業不
能保障保険を表します。

区　　分 保有金額
2016年度末 2017年度末

死
亡
保
障

普通死亡

個人保険 114,385 135,289 
個人年金保険  （31,864）  （25,983） 
団体保険  ̶ 389,397 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計 146,249 1,948,850 

災害死亡

個人保険  （55,233）  （57,209） 
個人年金保険  （2,575）  （1,826） 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （57,808）  （59,035） 

その他の条件付死亡

個人保険  （93,446）  （85,829） 
個人年金保険  ̶  ̶ 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （93,446）  （85,829） 

生
存
保
障

満期・生存給付

個人保険 1,895 1,675 
個人年金保険 31,864 25,983 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計 33,759 27,658 

年金

個人保険  （̶）  （̶） 
個人年金保険  （425）  （652） 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （425）  （652） 

その他

個人保険  ̶  ̶ 
個人年金保険 2,479 3,736 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計 2,479 3,736 

入
院
保
障

災害入院

個人保険  （341）  （342） 
個人年金保険  （̶）  （̶） 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （341）  （342） 

疾病入院

個人保険  （342）  （342） 
個人年金保険  （̶）  （̶） 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （342）  （342） 

その他の条件付入院

個人保険  （595）  （567） 
個人年金保険  （̶）  （̶） 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （595）  （567） 

その他

個人保険  （̶）  （̶） 
個人年金保険  （̶）  （̶） 
団体保険  （̶） （385,026） 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （̶）  （385,026） 

（単位：件）

区　　分 保有件数
2016年度末 2017年度末

障害保障

個人保険  （1,472）  （2,008） 
個人年金保険  ̶  ̶ 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （1,472）  （2,008） 

手術保障

個人保険  （67,398）  （67,647） 
個人年金保険  ̶  ̶ 
団体保険  ̶  ̶ 
団体年金保険  ̶  ̶ 
その他共計  （67,398）  （67,647） 
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（５） 個人保険及び個人年金保険契約種類別保有契約高
（単位：百万円）

（注） 1. 個人年金保険の金額は年金支払開
始前契約と年金支払開始後契約の
責任準備金の合計です。

 2. 入院特約の金額は入院給付金日額
を表します。

区　　分 保有金額
2016年度末 2017年度末

死亡保険

終身保険 13,969 13,147
定期付終身保険 ̶ ̶
定期保険 43,196 69,769
その他共計 112,579 133,699

生死混合保険

養老保険 1,805 1,590
定期付養老保険 ̶ ̶
生存給付金付定期保険 ̶ ̶
その他共計 1,805 1,590

生存保険 ̶ ̶
年金保険 個人年金保険 34,344 29,720

災害・疾病関係特約

災害割増特約 6,976 9,594
傷害特約 7,849 9,887
災害入院特約 25 24
疾病特約 5 5
成人病特約 ̶ ̶
その他の条件付入院特約 178 172

（６） 異動状況の推移

① 個人保険
（単位 : 件、百万円、％）

区　　分 2016年度 2017年度
件数 金額 件数 金額

年始現在 103,302 110,935 102,374 114,385 
新契約 4,344 17,867 7,567 34,338 
更新 2,003 16,250 3,089 21,611 
復活 107 83 827 1,276 
転換による増加 ̶ ̶ ̶ ̶ 
死亡 324 582 346 608 
満期 3,115 17,505 4,353 22,583 
保険金額の減少  （82） 839  （107） 920 
転換による減少 ̶ ̶ ̶ ̶ 
解約 3,548 15,382 3,401 8,135 
失効 388  △1,134 1,533 4,316 
その他の異動による減少 7  △2,423 37  △ 241 
年末現在 102,374 114,385 104,187 135,289 
（増加率）  （△ 0.9）  （3.1）  （1.8）  （18.3） 
純増加  △ 928 3,449 1,813 20,903 
（増加率）  （̶）  （̶）  （̶）  （506.0） 
（注）　  金額は、死亡保険、生死混合保険、生存保険の主たる保障部分の合計です。

② 個人年金保険
（単位 : 件、百万円、％）

区　　分 2016年度 2017年度
件数 金額 件数 金額

年始現在 7,058 39,058 5,872 34,344 
新契約 ̶ ̶ ̶ ̶ 
復活 ̶ ̶ ̶ ̶ 
転換による増加 ̶ ̶ ̶ ̶ 
死亡 49 390 36 376 
支払満了 23 14 16 7 
金額の減少  （759） 1,089  （1,125） 1,292 
転換による減少 ̶ ̶ ̶ ̶ 
解約 522 3,018 462 3,689 
失効 ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他の異動による減少 592 202 597  △ 742 
年末現在 5,872 34,344 4,761 29,720 
（増加率）  （△ 16.8）  （△ 12.1）  （△ 18.9）  （△ 13.5） 
純増加  △1,186  △4,714  △1,111  △ 4,623 
（増加率）  （̶）  （̶）  （̶）  （̶） 
（注）　  金額は、年金支払開始前契約と年金支払開始後契約の責任準備金額の

合計です。

③ 団体保険
（単位 : 件、百万円、％）

区　　分 2016年度 2017年度
件数 金額 件数 金額

年始現在 ̶ ̶ ̶ ̶ 
新契約 ̶ ̶ 3,165 14,122 
更新 ̶ ̶ ̶ ̶ 
中途加入 ̶ ̶ 12,086 378,694 
保険金額の増加 ̶ ̶ 1 7 
死亡 ̶ ̶ ̶ ̶ 
満期 ̶ ̶ ̶ ̶ 
脱退 ̶ ̶ 146 382 
保険金額の減少  （̶） ̶  （̶） 3,066 
解約 ̶ ̶ ̶ ̶ 
失効 ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他の異動による減少 ̶ ̶ ̶  △ 22 
年末現在 ̶ ̶ 15,105 389,397 
（増加率）  （̶）  （̶）  （̶）  （̶） 
純増加 ̶ ̶ 15,105 389,397 
（増加率）  （̶）  （̶）  （̶）  （̶） 
（注） 1. 金額は、死亡保険、生死混合保険、生存保険の主要保障部分の合計

です。
 2. 件数は被保険者数を表します。 

（７） 契約者配当の状況

 ① 2017年度の状況
2018年度における契約者配当金支払のため、
2017年度末（2018年3月末）に、164百万円を契
約者配当準備金に繰入れました。
この結果、2017年度末における契約者配当準備
金の残高は、164百万円となっています。

Ⅵ – 02 保険契約に関する指標等
（１） 保有契約増加率

（単位 :％）

区　　分 2016年度 2017年度
個人保険 3.1 18.3 
個人年金保険 △ 12.1 △ 13.5 
団体保険 ̶ ̶ 
団体年金保険 ̶ ̶ 

（２）  新契約平均保険金及び保有契約平均保
険金（個人保険）

（単位：千円）

区　　分 2016年度 2017年度
新契約平均保険金 4,113 4,537 
保有契約平均保険金 1,117 1,298 

（注）　新契約平均保険金については、転換契約を含んでいません。

（３） 新契約率（対年度始）
（単位：％）

区　　分 2016年度 2017年度
個人保険 16.1 30.0 
個人年金保険 ̶ ̶ 
団体保険 ̶ ̶ 

（注）　転換契約は含んでいません。

（４） 解約失効率（対年度始）
（単位：％）

区　　分 2016年度 2017年度
個人保険 10.3 9.8 
個人年金保険 10.5 14.5 
団体保険 ̶ ̶ 

（注）　  個人保険及び団体保険については、契約高の減額、増額及び契約復活
高により解約・失効高の修正を行い、解約・失効率を算出しています。

（５） 個人保険新契約平均保険料（月払契約）
（単位：円）

2016年度 2017年度
48,979 41,546 

（注） 1. 平均月払保険料×12を表示しています。
 2. 転換契約は含んでいません。

（６） 死亡率（個人保険主契約）
（単位：‰）

件数率 金額率
2016年度 2017年度 2016年度 2017年度

3.15 3.34 5.15 4.86 

（７） 特約発生率（個人保険）
（単位：‰）

区　　分 2016年度 2017年度

災害死亡保障契約
件数 0.00 0.00 
金額 0.00 0.00 

障害保障契約
件数 0.00 0.00 
金額 0.00 0.00 

災害入院保障契約
件数 2.72 4.21 
金額 89.56 134.72 

疾病入院保障契約
件数 48.75 48.66 
金額 742.42 865.83 

成人病入院保障契約
件数 ̶ ̶ 
金額 ̶ ̶ 

疾病・傷害手術保障契約 件数 42.43 50.63 
成人病手術保障契約 件数 ̶ ̶ 

（８） 事業費率（対収入保険料）
（単位：％）

2016年度 2017年度
62.6 44.9 

（９）  保険契約を再保険に付した場合におけ
る、再保険を引き受けた主要な保険会社
等の数

（単位：社）

2016年度 2017年度
4 5 

（ ̶ ） （ ̶ ） 

（10）  保険契約を再保険に付した場合におけ
る、再保険を引き受けた保険会社等のう
ち、支払再保険料の額が大きい上位５社
に対する支払再保険料の割合

（単位：％）

2016年度 2017年度
100.0 100.0 
（ ̶ ） （ ̶ ） 

（11）  保険契約を再保険に付した場合におけ
る、再保険を引き受けた主要な保険会社
等の格付機関による格付に基づく区分ご
との支払再保険料の割合

（単位：％）

格付区分 2016年度 2017年度

A以上
99.7 99.8 
（ ̶ ） （ ̶ ） 

その他
（A未満・格付なし）

0.3 0.2 
（ ̶ ） （ ̶ ） 

（注）　  S&P社の格付を使用し、S&P社の格付がない場合には、「その他」に区
分しています。
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（12） 未だ収受していない再保険金の額
（単位：百万円）

2016年度 2017年度
8 0 

（ ̶ ） （ ̶ ） 
（注）　  （9）から（12）の下段（　）は、保険業法施行規則第71条に基づいて保険

料積立金を積み立てないとした第三分野保険の契約に係る値です。

（13）  第三分野保険の給付事由又は保険種類
の区分ごとの、発生保険金額の経過保険
料に対する割合

（単位：％）

2016年度 2017年度
第三分野発生率 39.2 38.7 

医療（疾病） 29.9 27.8 
がん 53.2 55.7 
介護 ̶ ̶ 
その他 10.3 17.9 

Ⅵ – 03 経理に関する指標等
（1） 支払備金明細表

（単位：百万円）

区　　分 2016年度末 2017年度末

保
険
金

死亡保険金 243 193
災害保険金 0 7
高度障害保険金 3 21
満期保険金 ̶ 7
その他 ̶ ̶
小計 247 229

年金 29 65
給付金 286 277
解約返戻金 4,410 3,032
保険金据置支払金 ̶ ̶
その他共計 4,978 3,608

（2） 責任準備金明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度末 2017年度末

責任準備金
（除危険
準備金）

個人保険 67,904 66,835
（一般勘定） 67,904 66,835
（特別勘定） ̶ ̶
個人年金保険 34,622 29,858
（一般勘定） 2,758 3,874
（特別勘定） 31,864 25,983
団体保険 ̶ 11
（一般勘定） ̶ 11
（特別勘定） ̶ ̶
団体年金保険 ̶ ̶
（一般勘定） ̶ ̶
（特別勘定） ̶ ̶
その他 ̶ ̶
（一般勘定） ̶ ̶
（特別勘定） ̶ ̶
小計 102,527 96,705
（一般勘定） 70,663 70,721
（特別勘定） 31,864 25,983

危険準備金 872 1,344
合計 103,400 98,049

（一般勘定） 71,535 72,066
（特別勘定） 31,864 25,983

（4）  個人保険及び個人年金保険の責任準備金の積立方式、積立率、残高（契約年度別）
① 責任準備金の積立方式、積立率

2016年度末 2017年度末

積
立
方
式

標
準
責
任
準
備
金

対
象
契
約

定期保険 平準純保険料式 平準純保険料式
終身保険 平準純保険料式 平準純保険料式
養老保険 平準純保険料式 平準純保険料式

個人変額年金保険
平成 8年大蔵省
告示第 48号に
定める方法

平成 8年大蔵省
告示第 48号に
定める方法

その他 平準純保険料式 平準純保険料式

標
準
責
任
準
備
金

対
象
外
契
約

災害・疾病入院保険 平準純保険料式 平準純保険料式
交通傷害給付金付
災害割増定期保険 平準純保険料式 平準純保険料式

個人変額年金保険
保険業法施行規
則第 69条第 4
項第 3号に定め
る方法

保険業法施行規
則第 69 条第 4
項第 3号に定め
る方法

その他 平準純保険料式 平準純保険料式
積立率（危険準備金を除く） 101.9% 102.0%

（注） 1. 積立方式及び積立率は、個人保険及び個人年金保険を対象としています。
 2. 積立率については、標準責任準備金対象契約に関しては平成8年大蔵省告

示第４８号に定める方式により、また、標準責任準備金対象外契約に関しては
平準純保険料式により計算した保険料積立金、及び未経過保険料に対して
の積立率を記載しています。なお、2006年度より、一部保険契約の将来にわ
たる健全性を維持するため、追加して責任準備金を積み立てています。

② 責任準備金残高（契約年度別）
（単位：百万円）

契約年度 責任準備金
残高 予定利率

～1980年度 ̶ ̶
1981年度～1985年度 ̶ ̶
1986年度～1990年度 221 6.00％～ 5.50％
1991年度～1995年度 12,158 6.00％～ 3.50％
1996年度～ 2000年度 26,297 3.30％～ 2.00％
2001年度～ 2005年度 6,079 1.50％～ 1.00％
2006年度～ 2010年度 19,708 1.50％

2011年度 34 1.50％
2012年度 57 1.50％
2013年度 154 1.50％～ 1.00％
2014年度 234 1.00％
2015年度 389 1.25％～ 1.00％
2016年度 1,403 1.25％～ 1.00％
2017年度 2,047 1.25％～ 0.25％

（注） 1. 「責任準備金残高」は、個人保険及び個人年金保険の責任
準備金（特別勘定の責任準備金及び危険準備金を除く）を記載
しています。

 2. 「予定利率」については、各契約年度別の責任準備金に係
る主な予定利率を記載しています。
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（3） 責任準備金残高の内訳
（単位：百万円）

区　　分 保険料積立金 未経過保険料 払戻積立金 危険準備金 合　　計
2016年度末  100,041  2,485 ̶  872  103,400 

2017年度末  94,527  2,178 ̶  1,344  98,049 

（5）  特別勘定を設けた保険契約であって、保険金等の額を最低保証している保険契約に係る一
般勘定の責任準備金の残高、算出方法、その計算の基礎となる係数

① 責任準備金残高（一般勘定）
（単位：百万円）（注） 1. 保険業法施行規則第68条に規定する保険契約（標準責任準備金対

象契約）を対象としています。
 2. 「責任準備金残高（一般勘定）」は、最低保証に係る保険料積立

金を記載しています。
2016年度末 2017年度末

責任準備金残高（一般勘定） 278 137

② 算出方法、その計算の基礎となる係数
計算方法 平成 8年大蔵省告示第４８号第９項第１号に定める標準的方式

計
算
の
基
礎
と
な
る
係
数

① 死亡率

平成 8年大蔵省告示第４８号第９項第１号に定める率

② 割引率
③ 期待収益率

④
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

（１）国内株式
（２）円貨建債券
（３）外国株式
（４）外貨建債券
（５）短期金融市場商品 0.3%

保険料及び責任準備金の算出方法書に定める率
（６）新興成長国株式 31.2%
（７）新興成長国債券 22.7%
（８）不動産投資信託 18.6%
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（6） 契約者配当準備金明細表
（単位：百万円）

区　　分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険
財形保険

財形年金保険
その他の
保険 合計

２
０
１
６
年
度

当期首現在高 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

利息による増加 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

配当金支払による減少 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

当期繰入額 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

当期末現在高 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

（̶） （̶） （̶） （̶） （̶） （̶） （̶）

２
０
１
７
年
度

当期首現在高 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
利息による増加 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
配当金支払による減少 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
当期繰入額 ̶ ̶ 164 ̶ ̶ ̶ 164 
当期末現在高 ̶ ̶ 164 ̶ ̶ ̶ 164 

（̶） （̶） （̶） （̶） （̶） （̶） （̶）
（注）　（　）内には、当期末現在高のうち積立配当金を記載しています。

（７） 引当金明細表
（単位：百万円）

区　　分 当期首残高 当期末残高 当期増減（△）額 計上の理由及び
算定方法

貸倒
引当金

一般貸倒引当金 1 2 0 注記事項（貸
借対照表）に
記載のとおり
です。

個別貸倒引当金 3 2 △ 0 

価格変動準備金 358 424 65 

（８） 特定海外債権引当勘定の状況
該当ありません。

（９） 資本金等明細表
（単位：百万円）

区　　分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘　　要
資本金 47,500 ̶ ̶ 47,500 

うち既発行株式

普通株式
（1,480,000株） （̶株） （̶株） （1,480,000株）

47,500 ̶ ̶ 47,500 

計 47,500 ̶ ̶ 47,500 

資本剰余金
資本準備金 26,500 ̶ ̶ 26,500 

計 26,500 ̶ ̶ 26,500 

（10） 保険料明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
個人保険 4,561 4,490
（うち一時払） ̶ ̶
（うち年払） 1,878 1,705
（うち半年払） 112 106
（うち月払） 2,570 2,678
個人年金保険 575 604
（うち一時払） 575 604
（うち年払） ̶ ̶
（うち半年払） ̶ ̶
（うち月払） ̶ ̶
団体保険 ̶ 179
団体年金保険 ̶ ̶
その他共計 5,136 7,308

（11） 保険金明細表
（単位：百万円）

区　　分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険
財形保険

財形年金保険
その他の
保険

2017年度
合計

2016年度
合計

死亡保険金 625 367 5 ̶ ̶ 331 1,328 850
災害保険金 ̶ 1 ̶ ̶ ̶ ̶ 1 ̶
高度障害保険金 21 ̶ ̶ ̶ ̶ 33 55 40
満期保険金 146 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 146 53
その他 5 ̶ ̶ ̶ ̶ 13 18 25
合計 797 368 5 ̶ ̶ 378 1,549 968

（12） 年金明細表
（単位：百万円）

個人保険 個人年金保険 団体保険 団体年金保険 財形保険
財形年金保険 その他の保険 2017年度

合計
2016年度
合計

1 3,867 ̶ ̶ ̶ ̶ 3,868 4,115

（13） 給付金明細表
（単位：百万円）

区　　分 個人保険 個人年金
保険 団体保険 団体年金

保険
財形保険

財形年金保険
その他の
保険

2017年度
合計

2016年度
合計

死亡給付金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
入院給付金 385 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 385 401
手術給付金 235 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 235 237
障害給付金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
生存給付金 3 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 3 6
その他 401 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 401 409
合計 1,025 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 1,025 1,054

（14） 解約返戻金明細表
（単位：百万円）

個人保険 個人年金保険 団体保険 団体年金保険 財形保険
財形年金保険 その他の保険 2017年度

合計
2016年度
合計

4,602 4,288 ̶ ̶ ̶ ̶ 8,890 8,979
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（１５） 減価償却費明細表
（単位：百万円、％）

区　　分 取得原価 当期償却額 減価償却累計額 当期末残高 償却累計率
有形固定資産 2 0 0 2 2.4 

　建物 0 0 0 0 2.7 

　リース資産 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

　その他の有形固定資産 1 0 0 1 2.4 

無形固定資産 68 1 0 68 0.0 

その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 

合計 70 1 0 70 0.1 

（１６） 事業費明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
営業活動費 267 241 

営業管理費 397 386 

一般管理費 2,550 2,653 

合計 3,215 3,281 

（注） 一般管理費には、生命保険契約者保護機構に対する
負担金が 2016年度は 13百万円、2017年度は 11
百万円含まれております。

（１７） 税金明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
国税 6 6 

地方法人特別税 4 4 

印紙税 1 1 

登録免許税 0 0 

その他の国税 ̶ ̶ 

地方税 19 18 

法人事業税 11 12 

固定資産税 3 2 

事業所税 4 3 

その他の地方税 ̶ ̶ 

合計 25 25 

（１８） リース取引 
該当ありません。 

（１９） 借入金残存期間別残高 
該当ありません。 

Ⅵ – 04 資産運用に関する指標等（一般勘定）

（1） 資産運用の概況
①2017年度の資産の運用状況
イ．運用環境
2017年度の日本経済は、緩やかに拡大しました。
個人消費は雇用・所得環境の改善を背景に緩やか
に増加、住宅投資や公共投資は横ばい、設備投資
は企業収益や業況感が改善する中で増加基調を維
持、輸出入は海外経済の成長を背景に増加基調を
維持しました。

国内外債券市場：期初には欧州中央銀行による早
期の量的緩和策縮小観測などによって先進国金利
は上昇、9月には北朝鮮による核実験といった地政
学リスクなどの影響から一時反落しました。その後
米国では賃金上昇によるインフレ観測により長期
金利は上昇が続き、金融緩和の続く日本では長期
金利は横ばいとまちまちに推移しました。

国内外株式市場：良好なマクロ指標や企業決算か
ら先進国株式市場は年度来高値を更新し続けたも
のの、2月には米長期金利が3%に迫ったことで企
業バリュエーションの悪化懸念から一時10%以上
の調整が入り、その後は横ばいで推移しました。ま
た欧州ではユーロ高の進行や南欧諸国の政治的混
乱が嫌気され、日米を大幅にアンダーパフォームし
ました。

外国為替市場：地政学リスクの高まりや米国での
インフレ進行などの好悪材料が入り乱れ一進一退
の動きが続く中、2月には米国株急落によるリスク
オフの流れや米国の通商政策への懸念から100円
台前半まで円高ドル安が進みました。またユーロ円
相場では、年度を通して一貫した円安ユーロ高が進
みました。

ロ．運用方針
当社では、生命保険契約の負債特性を踏まえ、そ
れに合わせた運用資産の期間調整を行うALMによ
る運用が重要であると認識しております。それによ
り、長期にわたり安定的な収益を確保できるポート
フォリオを構築することを基本方針としています。
このため、円貨建の確定利付債券をポートフォリオ
の中核とし、有価証券による運用を基本として運用
計画を策定しております。また、経営の健全性を十
分考慮し、許容できるリスクの範囲内で、外国証券
などをポートフォリオに組み入れることにより、収
益の向上を図っております。なお外貨建資産につき
ましては、為替変動リスクに対してほぼ全額ヘッジ
しています。

ハ．運用実績の概況
2017年度の一般勘定の運用においては、国内金利
が低位で推移したため、引き続き相対的に利回り
の高い外国公社債等への積増しを図りました。こ
の結果、2018年3月末の一般勘定資産に対する資
産構成は、国内公社債44.0%（前年度末比8.9%

減）、外国公社債（投資信託で保有するものを含
む）38.3%（同1.3%増）となりました。また、一般
勘定資産の資産運用収益は3,533百万円、資産
運用費用は730百万円で、資産運用収支は2,803

百万円となりました。
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② ポートフォリオの推移
イ．資産の構成

（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末

金　　額 占　　率 金　　額 占　　率
現預金・コールローン 2,707 2.7 6,896 6.9 
買現先勘定 ̶ ̶  ̶  ̶  
債券貸借取引支払保証金 ̶  ̶  ̶  ̶  
買入金銭債権 ̶  ̶  ̶  ̶  
商品有価証券 ̶  ̶  ̶  ̶  
金銭の信託 ̶  ̶  ̶  ̶  
有価証券 94,615 95.0 88,520 89.2 

公社債 52,630 52.9 43,660 44.0 
株式 ̶  ̶  ̶  ̶  
外国証券 18,050 18.1 18,098 18.2 

公社債 17,550 17.6 17,045 17.2 
株式等 500 0.5 1,053 1.1 

その他の証券 23,934 24.0 26,761 27.0 
貸付金 573 0.6 446 0.4 

保険約款貸付 573 0.6 446 0.4
一般貸付 ̶  ̶  ̶  ̶  

不動産 ̶  ̶  ̶  ̶  
繰延税金資産 ̶  ̶  121 0.1 
その他 1,684 1.7 3,303 3.3 
貸倒引当金 △ 4 △ 0.0 △ 4 △ 0.0 
合計 99,576 100.0 99,283 100.0 

うち外貨建資産 15,183 15.2 15,173 15.3 

ロ．資産の増減
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
現預金・コールローン △ 4,218 4,188 
買現先勘定 ̶ ̶ 
債券貸借取引支払保証金 ̶ ̶ 
買入金銭債権 ̶ ̶ 
商品有価証券 ̶ ̶ 
金銭の信託 ̶ ̶ 
有価証券 2,318 △ 6,094 

公社債 △ 1,473 △ 8,969 
株式 ̶ ̶ 
外国証券 1,858 47 

公社債 12,623 △ 504 
株式等 △ 10,764 552 

その他の証券 1,933 2,826 
貸付金 △ 174 △ 127 

保険約款貸付 △ 174 △ 127 
一般貸付 ̶ ̶

不動産 ̶ ̶ 
繰延税金資産 ̶ 121 
その他 △ 726 1,618 
貸倒引当金 10 0 
合計 △ 2,789 △ 292 

うち外貨建資産 △ 1,156 △ 10 

（2） 運用利回り
（単位：％）

区　　分 2016年度 2017年度
現預金・コールローン △ 2.30 △ 0.21 
買現先勘定 ̶ ̶ 
債券貸借取引支払保証金 ̶ ̶ 
買入金銭債権 ̶ ̶ 
商品有価証券 ̶ ̶ 
金銭の信託 ̶ ̶ 
有価証券 4.00 3.04 

うち公社債 1.49 2.62 
うち株式 3,768.53 11,034.73 
うち外国証券 5.91 2.44 

貸付金 1.68 1.75 
うち一般貸付 ̶ ̶ 

不動産 ̶ ̶ 
一般勘定計 3.54 2.52 

（注）  利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの日々平均残高、分子は経常損
益中、資産運用収益－資産運用費用として算出した利回りです。

（３） 主要資産の平均残高
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
現預金・コールローン 5,717 15,890 
買現先勘定 ̶ ̶ 
債券貸借取引支払保証金 ̶ ̶ 
買入金銭債権 ̶ ̶ 
商品有価証券 ̶ ̶ 
金銭の信託 ̶ ̶ 
有価証券 92,444 92,356 

うち公社債 53,887 48,418 
うち株式 1 0 
うち外国証券 16,790 18,149 

貸付金 663 535 
うち一般貸付 ̶ ̶ 

不動産 ̶ ̶ 
一般勘定計 101,300 111,426

うち海外投融資 17,744 18,867

（4） 資産運用収益明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
利息及び配当金等収入 1,715 2,407
商品有価証券運用益 ̶ ̶
金銭の信託運用益 ̶ ̶
売買目的有価証券運用益 ̶ ̶
有価証券売却益 2,130 778
有価証券償還益 1 ̶
金融派生商品収益 ̶ 348
為替差益 ̶ ̶
貸倒引当金戻入額 8 ̶
その他運用収益 0 0
合計 3,854 3,533 

（5） 資産運用費用明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
支払利息 0 1
商品有価証券運用損 ̶ ̶
金銭の信託運用損 ̶ ̶
売買目的有価証券運用損 ̶ ̶
有価証券売却損 18 ̶
有価証券評価損 ̶ ̶
有価証券償還損 ̶ ̶
金融派生商品費用 185 ̶
為替差損 8 681
貸倒引当金繰入額 ̶ 0
貸付金償却 ̶ ̶
賃貸用不動産等減価償却費 ̶ ̶
その他運用費用 53 46
合計 265 730

（６） 利息及び配当金等収入明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
預貯金利息 ̶ 2
有価証券利息・配当金 1,697 2,381

公社債利息 807 734
株式配当金 ̶ ̶
外国証券利息配当金 713 737

貸付金利息 11 9
不動産賃貸料 ̶ ̶
その他共計 1,715 2,407

（7） 有価証券売却益明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
国債等債券 ̶ 536
株式等 38 24
外国証券 440 ̶
その他共計 2,130 778

（８） 有価証券売却損明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度 2017年度
国債等債券 ̶ ̶
株式等 0 ̶
外国証券 ̶ ̶
その他共計 18 ̶

（９） 有価証券評価損明細表
該当ありません。 

（１０） 商品有価証券明細表
該当ありません。
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（１１） 商品有価証券売買高  
該当ありません。 

（１２） 有価証券明細表 
（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末

金　　額 占　　率 金　　額 占　　率
国債 46,263 48.9 37,246 42.1
地方債 209 0.2 208 0.2 
社債 6,156 6.5 6,206 7.0 

うち公社・公団債 4,454 4.7 4,255 4.8 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶
外国証券 18,050 19.1 18,098 20.4

公社債 17,550 18.5 17,045 19.3
株式等 500 0.5 1,053 1.2

その他の証券 23,934 25.3 26,761 30.2
合計 94,615 100.0 88,520 100.0

（１３） 有価証券残存期間別残高
（単位：百万円）

区　　分 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定めのな
いものを含む）

合　　計

２
０
１
６
年
度
末

有価証券  4,423  12,622  9,277  11,689  15,138  41,462  94,615 
国債  3,374  8,841  5,370  8,112  6,974  13,590  46,263 
地方債  ̶  ̶  ̶  209  ̶  ̶  209 
社債  ̶  701  1,316  103  496  3,537  6,156 
株式  ̶  ̶ 
外国証券  55  2,657  587  918  3,641  10,189  18,050 
公社債  55  2,657  587  918  3,641  9,688  17,550 
株式等  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  500  500 

その他の証券  993  422  2,002  2,344  4,026  14,145  23,934 
買入金銭債権  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
譲渡性預金  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
その他  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
合計  4,423  12,622  9,277  11,689  15,138  41,462  94,615 

２
０
１
７
年
度
末

有価証券  3,806  10,251  6,228  10,170  12,241  45,823  88,520 
国債  2,203  5,994  4,215  7,050  5,952  11,829  37,246 
地方債  ̶  ̶  208  ̶  ̶  ̶  208 
社債  950  1,206  209  ̶  497  3,341  6,206 
株式  ̶  ̶ 
外国証券  99  2,693  779  1,528  3,349  9,647  18,098 
公社債  99  2,693  779  1,528  3,349  8,594  17,045 
株式等  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  1,053  1,053 

その他の証券  552  356  815  1,591  2,441  21,004  26,761 
買入金銭債権  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
譲渡性預金  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
その他  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶  ̶ 
合計  3,806  10,251  6,228  10,170  12,241  45,823  88,520 

（２３） 有形固定資産明細表

① 有形固定資産の明細
（単位：百万円、％）

区　　分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高 減価償却
累計額 償却累計率

２
０
１
６
年
度

土地 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

建物 ̶ 98
97

0 ̶ ̶ ̶
（97）

リース資産 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
建設仮勘定 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

その他の有形固定資産 ̶ 77
73

4 ̶ ̶ ̶
（73）

合計 ̶ 176
171

5 ̶ ̶ ̶
（171）

うち賃貸等不動産 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

２
０
１
７
年
度

土地 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

建物 ̶ 0 ̶ 0 0 0 2.7

リース資産 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
建設仮勘定 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

その他の有形固定資産 ̶ 3
1

0 1 0 2.4
（1）

合計 ̶ 4
1

0 2 0 2.4
（1）

うち賃貸等不動産 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（注）　「当期減少額」欄の（　）内には、減損損失の計上額を記載しています。

（１４） 保有公社債の期末残高利回り
（単位：％）

区　　分 2016年度末 2017年度末
公社債 1.70 1.61
外国公社債 4.69 4.71

（１５） 業種別株式保有明細表
該当ありません。

（１６） 貸付金明細表
（単位：百万円）

区　　分 2016年度末 2017年度末
保険約款貸付 573 446 
契約者貸付 522 396 
保険料振替貸付 51 50 

一般貸付 ̶ ̶
（うち非居住者貸付） （̶） （̶）
企業貸付 ̶ ̶
（うち国内企業向け） （̶） （̶）
国・国際機関・
政府関係機関貸付 ̶ ̶

公共団体・公企業貸付 ̶ ̶
住宅ローン ̶ ̶
消費者ローン ̶ ̶
その他 ̶ ̶

合計 573 446 

（１７） 貸付金残存期間別残高
該当ありません。 

（１８） 国内企業向け貸付金企業規模別内訳
該当ありません。 

（１９） 貸付金業種別内訳 
該当ありません。 

（２０） 貸付金使途別内訳 
該当ありません。 

（２１） 貸付金地域別内訳 
該当ありません。 

（２２） 貸付金担保別内訳 
該当ありません。 
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② 不動産残高及び賃貸用ビル保有数
該当ありません。

（２４） 固定資産等処分益明細表
該当ありません。

（２５） 固定資産等処分損明細表
該当ありません。

（２６） 賃貸用不動産等減価償却費明細表
該当ありません。

（２７） 海外投融資の状況 

① 資産別明細
イ．外貨建資産

（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末
金額 占率 金額 占率

公社債 14,749 79.7 14,263 77.1 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶
現預金･その他 433 2.3 909 4.9 
小計 15,183 82.0 15,173 82.0 

（注）　投資信託については、「現預金・その他」に含めて表示しております。

ロ．円貨額が確定した外貨建資産
該当ありません。

ハ．円貨建資産
（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末
金額 占率 金額 占率

非居住者貸付 ̶ ̶ ̶ ̶
公社債（円建
外債）・その他 3,330 18.0 3,322 18.0 

小計 3,330 18.0 3,322 18.0 

ニ．合計
（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末
金額 占率 金額 占率

海外投融資 18,513 100.0 18,495 100.0 

② 地域別構成
（単位：百万円、％）

区分

2016年度末 2017年度末

外国証券 非居住者
貸付 外国証券 非居住者

貸付公社債 株式等 公社債 株式等
金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率 金額 占率

北米 12,828 71.1 12,828 73.1 ̶ ̶ ̶ ̶ 12,949 71.6 12,407 72.8 542 51.5 ̶ ̶ 
ヨーロッパ 4,470 24.8 3,970 22.6 500 100.0 ̶ ̶ 4,315 23.8 3,804 22.3 511 48.5 ̶ ̶ 
オセアニア 288 1.6 288 1.6 ̶ ̶ ̶ ̶ 340 1.9 340 2.0 ̶ ̶ ̶ ̶ 
アジア 306 1.7 306 1.7 ̶ ̶ ̶ ̶ 302 1.7 302 1.8 ̶ ̶ ̶ ̶ 
中南米 156 0.9 156 0.9 ̶ ̶ ̶ ̶ 190 1.1 190 1.1 ̶ ̶ ̶ ̶ 
中東 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
アフリカ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
国際機関 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 
合計 18,050 100.0 17,550 100.0 500 100.0 ̶ ̶ 18,098 100.0 17,045 100.0 1,053 100.0 ̶ ̶ 

③ 外貨建資産の通貨別構成
（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末
金額 占率 金額 占率

米ドル 14,779 97.3 14,708 96.9 
英ポンド 404 2.7 464 3.1 
ユーロ ̶ ̶ ̶ ̶ 
カナダドル ̶ ̶ ̶ ̶ 
オーストラリアドル ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ 
合計 15,183 100.0 15,173 100.0 

（28） 海外投融資利回り
（単位：％）

2016年度 2017年度
4.85  2.20

（29）  公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）
該当ありません。

（３０）各種ローン金利
該当ありません。

（３１） その他の資産明細表
（単位：百万円）

資産の種類 取得原価 当期増加額 当期減少額 減価償却累計額 期末残高 摘要
その他 45 39 1 ̶ 45
合計 45 39 1 ̶ 45

Ⅵ – 05 有価証券等の時価情報（一般勘定）
（１） 有価証券の時価情報

① 売買目的有価証券の評価損益
該当ありません。

② 有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

帳簿価額 時価 差損益 帳簿価額 時価 差損益
うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

満期保有目的の債券 14,975 14,996 21 202 180 14,426 14,487 60 231 171 
責任準備金対応債券 51,908 57,022 5,113 5,295 181 42,749 46,993 4,243 4,315 72 
子会社・関連会社株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
その他有価証券 26,726 27,260 534 541 7 30,813 30,902 88 230 142 
公社債 500 496 △ 3 ̶ 3 750 747 △ 2 0 2 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
外国証券 3,252 3,300 47 50 2 3,809 3,834 25 34 9 
公社債 2,750 2,800 50 50 0 2,750 2,781 31 31 0 
株式等 502 500 △ 2 ̶ 2 1,059 1,053 △ 6 2 9 

その他の証券 22,973 23,463 489 491 1 26,253 26,319 65 195 130 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶

合計 93,609 99,279 5,669 6,039 369 87,989 92,382 4,392 4,777 385 
公社債 52,633 57,745 5,112 5,296 184 43,662 47,905 4,242 4,317 74 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
外国証券 18,002 18,070 67 251 183 18,073 18,157 84 264 180 

公社債 17,499 17,569 70 251 181 17,013 17,104 91 262 171 
株式等 502 500 △ 2 ̶ 2 1,059 1,053 △ 6 2 9 

その他の証券 22,973 23,463 489 491 1 26,253 26,319 65 195 130 
買入金銭債権 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
譲渡性預金 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
その他 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶
（注）　本表には、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが適当と認められるもの等を含んでいます。

6463 ANNUAL REPORT 2018

Ⅵ. 業務の状況を示す指標等



・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。
 （単位：百万円）

区　　分 2016年度末 2017年度末
満期保有目的の債券　 ̶ ̶

非上場外国債券 ̶ ̶
その他 ̶ ̶

責任準備金対応債券 ̶ ̶
子会社・関連会社株式 ̶ ̶
その他有価証券 470 441

非上場国内株式（店頭売買株式を除く） ̶ ̶
非上場外国株式（店頭売買株式を除く） ̶ ̶
非上場外国債券 ̶ ̶
その他 470 441

合計 470 441

（２） 金銭の信託の時価情報
該当ありません。

（３） デリバティブ取引の時価情報（ヘッジ会計適用・非適用分の合算値）

① 差損益の内訳（ヘッジ会計適用・非適用分の内訳）
（単位：百万円）

金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合計
ヘッジ会計適用分 ̶ △ 0 ̶ ̶ ̶ △ 0
ヘッジ会計非適用分 ̶ △ 139 ̶ △ 26 ̶ △ 165
合計 ̶ △ 139 ̶ △ 26 ̶ △ 166

（注）　ヘッジ会計適用分のうち時価ヘッジ適用分の差損益（通貨関連△0百万円）、及びヘッジ会計非適用分の差損益は、損益計算書に計上されています。

② 金利関連
（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち1年超 うち1年超

店頭

金利スワップション
買建
固定金利支払 /変動金利受取 14,118 ̶ ̶ ̶

（264） 321 57 ̶ ̶ ̶
合計 57 ̶

（注） 1. （　）内はオプション料を記載しております。
 2. 金利スワップションの差損益は、オプション料と時価との差額を記載しています。

③ 通貨関連
（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち1年超 うち1年超

店頭

為替予約
売建 15,025 ̶ △ 61 △ 61 15,028 ̶ △ 139 △ 139

（うち米ドル） 14,625 ̶ △ 56 △ 56 14,560 ̶ △ 134 △ 134

（うち英ポンド） 400 ̶ △ 5 △ 5 468 ̶ △ 5 △ 5

合計 △ 61 △ 139

（注） 1. 年度末の為替相場は先物相場を使用しています。
 2. 為替予約の時価は、差金決済額（差損益）を記載しています。

④ 株式関連
該当ありません。

⑤ 債券関連
（単位：百万円）

区分 種　　類
2016年度末 2017年度末

契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち1年超 うち1年超

取引所

債券先物オプション
買建
プット ̶ ̶ 5,313 ̶

̶ ̶ ̶ （27） 0 △ 26

合計 ̶ △ 26

（注） 1. （　）内はオプション料を記載しております。
 2. 債券先物オプションの差損益は、オプション料と時価との差額を記載しています。

⑥ その他
該当ありません。
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■資産負債の総合的管理について
ALM（資産負債の統合的管理）の観点から、主に金
利変動のリスクを低減し、収益の安定化を図ることを
目的とした総合的な管理を行っています。具体的には
負債が円建てであるため、安定的な収益が見込まれる
円建て資産を主に保有し、資産負債それぞれの金利変
動リスク量を計量し、それらのリスク量のミスマッチの
金額をある一定範囲内に抑えるオペレーションを行っ
ています。加えて収益の更なる安定化を図るため、ク
レジットリスクの分散を徹底しており、また外貨建て
資産に関しては為替リスクを完全にヘッジしていま
す。また当社では資産運用部門とリスク管理部門を明
確に分離し、相互けん制が機能する組織体制を構築し
ています。

■市場リスク管理について
市場リスクは主に、金利リスク、価格変動リスク、為替
リスクに区分できますが、当社では、ほぼ金利リスク
のみを負っている状況です。金利リスクに関しては、
定期的にバリューアットリスク等をモニタリングしてお
り、さらに金利シナリオを使用したシミュレーションに
よるリスク量の計量化も行っています。

■ストレステストの実施について
資産運用環境の大幅な悪化や保険事故発生率の悪化
及びこれらが同時に発生した場合などのシナリオを想
定し、財務の健全性に与える影響を分析するためのス
トレステストを定期的に実施し、結果はリスク管理委
員会等に報告されています。

■再保険について
保険金等の支払いについて再保険に付すことにより、
リスク分散を通じた収益の安定化を図っています。再
保険の内容は対象となるリスクの種類や特性等を考
慮して決定し、出再先については、再保険金等が回収
不能とならないよう、一定の財務力格付要件を設定し
その信用力を評価した上で選定しています。
また、再保険取引の状況を定期的に評価し、必要に応
じて再保険の内容を見直すことにしています。

■大規模災害対策について
日頃より災害対策訓練や災害対策備蓄品の点検を定
期的に実施し、災害に備えています。また、大地震等
大規模災害に対してもお客様へのサービスに支障を
きたさないよう平時から準備を行っています。具体的
には、災害が発生した場合の事業継続計画を定め、
顧客情報を含むシステムデータのバックアップを実施
し、オフィスが被災した場合でも保険金等のお支払い
を円滑に行えるよう態勢を整えています。

Ⅶ – 01 リスク管理の態勢

【リスク管理体制図】
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■リスク及びリスク管理の基本的な考え方
当社は、「SBIインシュアランスグループリスク管理基
本方針」に基づき、当社を取り巻く様々なリスクを総
体的に把握し、リスクの特性等に応じた適切な方法
で、リスク管理を実施しています。
リスク管理にあたっては、リスクを否定的な事態や出
来事だけに留めず、事業戦略や目標を達成するうえ
で直面する不確実性もリスクと捉えています。そのた
め、企業価値の最大化を目的とする統合的リスク管理
（ERM）の観点から単にリスクを極小化するのでは
なく、リスクを適切に把握、評価、コントロールしたう
えで事業活動から得られるリターンを最大化する事を
リスク管理の目的としています。

■リスク管理態勢
取締役会は、保険業法その他の法令等を満たす適切
なリスク管理態勢の構築及び管理の徹底をはじめと
した当社におけるリスク管理の最終的な責任を負って
います。また、リスク管理の実効性を確実なものとす
るため、取締役会はリスク管理委員会に権限を委譲し
ています。

当社では、リスク管理を徹底・強化するため、下記リス
ク管理体制図に示すように3つの防御ラインを設けて
います。具体的には、事業運営を通じて発生する各種
個別リスクについては、主たる業務執行部門が個別リ
スク所管部署として関係各部を含めた個別リスク管
理小委員会等を通じてリスクの低減と管理を目的と
した具体的な協議を行っています。協議内容はリスク
管理委員会に報告され、各種リスクの管理状況を確
認しています。
特に、重大なリスクの管理を強化するため、リスク低
減の対策の評価も含めて包括的に定量化したリスク
スコアに基づく「四半期主要リスク報告書」を導入し
ており、この報告書を定期的に見直すことによって、
ビジネス環境に則したリスク管理を徹底しています。
また、法定ソルベンシー・マージン比率の基準を一部
厳格化した内部管理基準を設け、四半期毎に資本充
足状況の確認を行っています。
現在、収益性の向上及び財務基盤の安定を図りつつ、
リスク管理態勢の強化に継続的に取り組んでおり、ま
た、リスク管理の高度化に向けてERM態勢強化の取
組みに努めています。
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【各種リスクの定義】
分類 定義

戦略リスク 事業戦略の策定及び実行のためのマネジメントプロセスが非効率、もしくは不適切であること
から生じるリスク

事業環境リスク 事業目的や戦略遂行を大幅に変更させうる外的環境リスク

保険引受リスク 社会・経済情勢の変化等により保険料設定時の想定を超える死亡率、罹患率、継続率などに
より損失を被るリスク

市場リスク 金利、為替など市場環境の変化により資産価格が変動し損失を被るリスク

信用リスク 貸付金や社債について、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産価値が減少・消失し、損
失を被るリスク

流動性リスク 予期せぬ資金の流出等により、決済に必要な資金調達に支障をきたす、もしくは通常より著し
く過大な費用での調達を余儀なくされたりするリスク

オペレーショナルリスク 不適切な内部プロセス、人材管理、システム設計及び風評等の結果、損失を被るリスク（法律
及び規制上のコンプライアンスリスクも含まれる）



Ⅶ – 02 法令遵守の態勢

コンプライアンス
■コンプライアンス（法令等遵守）態勢
当社は、コンプライアンスを最も重要な経営課題の一
つと認識し、業務を遂行する際には、法令等の定めに
加え、グループの基準に沿ったコンプライアンスを実
践しています。特に、基本方針の根底をなす「SBIグ
ループ・コンプライアンス行動規範」においては、「顧
客の信頼を得るための行動規範」「株主等の信頼を得
るための行動規範」「社会に対する行動規範」「よりよ
い企業風土をつくるための行動規範」「組織の一員と
しての行動規範」「経営者としての行動規範」の項目
について列挙し、その対応方針を明示しています。
当社では、役員・社員のコンプライアンス実践の手引
きとして、「SBIグループ・コンプライアンス行動規範」
を含む「コンプライアンスマニュアル」を活用するとと
もに、各種研修を通じてコンプライアンス水準の向上
を図っています。

コンプライアンスの全社的な推進を図る統括部署と
して法務・コンプライアンス部を置いています。さらに
これを補完するため、各部署にコンプライアンス推進
責任者及びコンプライアンス推進担当者を配置して、
全社一丸となったコンプライアンス態勢を構築してい
ます。コンプライアンスを推進するための重要な事項
は、コンプライアンス強化委員会で審議・決定されま
す。また、毎年度、コンプライアンス・プログラムを策
定し、取締役会で承認のうえ実施しており、四半期毎
に進捗度をコンプライアンス強化委員会に報告してい
ます。
コンプライアンス態勢の整備状況と実践状況の確認
については、監査部が内部監査を行い、コンプライアン
ス態勢の牽制機能強化に努めることとしております。
当社は、法令等の遵守のみならず、正しい倫理的価値観
を持ち、社会的責任を全うするよう努めてまいります。

コンプライアンス態勢図（2018年7月現在）
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内部監査態勢
当社は、内部管理態勢が有効に機能していることを確
認・評価するため、業務執行部門に対し牽制機能が働
く独立的かつ客観的な組織として監査部を設置し、取
締役会において承認された監査計画に基づいて、業務
運営の適切性、リスク管理の有効性、法令等の遵守状
況などを検証する態勢を整えております。
監査部は、当社の業務全般及び当社を取り巻く外部
環境変化等のリスクを分析・把握のうえ、リスクの内

容・程度に応じた効率的かつ実効性ある監査計画を
立案し、業務運営の適切性、リスク管理の有効性、法
令等の遵守状況などを確認・評価し、改善に関する提
言を行っております。また、監査により明らかとなった
課題・問題の改善状況を把握し、取締役会および代表
取締役社長に定期的に報告することで、適切な内部管
理態勢の構築に寄与しております。

営業活動方針
当社は、「金融商品の販売等に関する法律」（平成12
年法律第101号）の施行に基づき“質の高い営業活
動”と“お客様へのより良いサ－ビスの提供”を目指

し、以下のように営業活動の規範を“営業活動方針” 
として制定し、徹底を図っております。

● お客様の立場に立った営業活動を実践します。

常にお客様の立場に立ち、生命保険商品の販売に
際しては、お客様の実状・ニーズに合せたベストアド
バイスを絶えず心がけお客様に安心を提供します。

● 保険業法等各種法令等を遵守し公正な営業活
動を行います。

保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他各
種法令・諸規則を遵守し、適切な生命保険の勧誘を
行います。未成年者を被保険者とする保険契約につ
いてはモラルリスクを排除・抑制するため社内基準
を遵守した適正な運営を行い、適切な募集に努めま
す。また、ご高齢のお客様には、説明内容を十分ご
理解いただけるよう、より丁寧な対応に努めます。

● 生命保険募集人としての責務の遂行に努めます。

お客様に対し、商品特性や重要事項を説明し、適切
かつ正確な情報提供に努めるとともに、お客様の
誤解を招く説明や不正行為は一切行いません。イン
ターネットによる通信販売等、対面以外の販売方法
においても、十分な情報提供に努めます。

● お客様本意の営業活動を目指し誠実な保険募
集を行います。

営業活動にあたり、お客様の生活・業務を充分配慮
したうえで、時間帯の設定や勧誘場所の設定を行い
ます。また、執拗かつ威圧的な態度をとるような営
業活動は行いません。

● 営業活動の原点をお客様のご信頼・ご満足にお
き、お応えできるよう努めます。　

お客様のご信頼・ご満足にお応えできるよう保険・
金融知識の取得に努めるとともに、絶えずお客様の
ニーズを把握し、適切な情報のご提供や、ベストアド
バイスができるよう研鑽に努めます。

● お客様の情報を適切に取り扱います。

営業活動で知り得たお客様の情報は、当社の個人
情報保護方針に従い適切に取り扱います。
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Ⅶ – 03   保険業法第百二十一条第一項第一号の確認（第三分野保険に
係るものに限る）の合理性及び妥当性

（１） 第三分野保険に係る責任準備金積立の適切性を確保するための考え方
疾病や災害による入院や手術を主に保障する第三分野の商品は、給付金等の支払状況が医療技術の進歩や
医療政策の変化等の外的要因の影響を受けやすいという不確実性を有しています。この不確実性に対応す
るため、法令等及び社内規程に基づき、ストレステスト及び負債十分性テストを実施し、責任準備金の積立
てが不十分であると認識される場合には、危険準備金、追加責任準備金を積み立て、健全性を確保すること
としています。 

（２） 負債十分性テスト、ストレステストにおける危険発生率等の設定水準の合理性及び妥当性
保険事故発生率が将来悪化する不確実性を適切に考慮した危険発生率を過去の支払実績等に基づき設定
することとしており、保険金等の増加を一定の確率（99%及び97.7%）でカバーする水準としています。

（３） ストレステストと負債十分性テストの結果
ストレステストの結果、当社は93百万円を危険準備金として積み立てました。また、負債十分性テストにつ
いては、保険計理人の意見書に基づく責任準備金の不足額1,879百万円を、テストの方法及び前提条件等の
妥当性を確認したうえで、保険料積立金として積み立てました。

Ⅶ – 04   金融分野における裁判外紛争解決制度（金融ＡＤＲ制度）への
対応について

金融商品取引法等の一部を改正する法律により、利用者保護・利用者利便性向上のため、「金融分野における裁判
外紛争解決制度（金融ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution）制度）」が国の制度として創設され、2010年10
月1日から本格的にスタートしました。
金融ＡＤＲとは、お客様と金融機関との間で生じたトラブルにつき、裁判ではなく、行政から指定を受けた第三者
（指定紛争解決機関）を通じて解決を図るものです。
裁判外の簡易・迅速なトラブル解決を通じ、利用者保護の充実を図るとともに、金融商品・サービスに関する利用
者の信頼性を向上させることを目的とした制度です。 

指定紛争解決機関（指定ＡＤＲ機関）について
● 当社の指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会（以下「協会」といいます）です。 
● 協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関するさまざま
な相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。 

● なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ
月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、
生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

詳細につきましては協会のホームページをご確認ください。
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所　ホームページ
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html
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Ⅶ – 05 お客様の個人情報の取扱いについて
■個人情報の利用目的について
当社は、お客様の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用いた
します。
（1） 各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
（2） 当社および当社の関連会社・提携会社（当社の募集代理店を含む）の取り扱う各種商品やサービスの案内・

提供・維持管理
（3） 当社の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの開発・充実
（4） 各種イベント、キャンペーンおよびセミナー等に関する案内
（5） 市場調査、データ分析およびアンケート等の実施
（6） その他保険に関連・付随する業務

■個人情報保護方針について
当社は、「個人情報保護方針（お客様の個人情報の取扱いについて）」を策定し、これに基づいて業務を運営して
おります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

■機微（センシティブ）情報・要配慮個人情報について
当社は、保健医療情報などの機微（センシティブ）情報を業務上必要な範囲でのみ取得し、利用いたします。な
お、取得した保健医療情報などの機微（センシティブ）情報は、個人情報の保護に関する法律に定める要配慮個
人情報として、関連法令や金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に従って適切に取り扱いま
す。

■再保険について
当社は、お客様の保険契約について、引受リスクを適切に分散するために再保険（再々保険を含む）を行うこと
があり、再保険会社において当該保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等支払いに利用するため
に、再保険の対象となる保険契約の特定に必要な保険契約者の情報のほか、被保険者氏名、性別、生年月日、保
険金額等の契約内容に関する情報、及び健康状態に関する情報等当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社
に提供することがあります。

■個人情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金及び入院給付金等のお支払が正しく確実に行われるよう、「契
約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」及び「支払査定時照会制度」に
基づき、各生命保険会社間で個人データを共同利用いたします。
また、個人情報保護方針に基づき、当社グループ会社との間で、当社が保有する個人情報を共同利用させていた
だくことがあります。

■ご契約が締結又は復活に至らなかった場合や保険期間終了後等について
当社は、機微情報を含めお客様の保険契約に関する個人情報をご契約が締結又は復活に至らなかった場合や解
約、保険期間満了後など保険契約が消滅した後も保持します。なお、ご提出いただいた申込書、請求書等の書類
は返却いたしません。



Ⅷ – 01 特別勘定資産残高の状況
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末
金額 金額

個人変額保険 ̶ ̶
個人変額年金保険 31,907 26,064
団体年金保険 ̶ ̶ 
特別勘定計 31,907 26,064

Ⅷ – 02 個人変額年金保険特別勘定資産の運用の経過

① 運用環境
2017年度の日本経済は、緩やかに拡大しました。
個人消費は雇用・所得環境の改善を背景に緩やか
に増加、住宅投資や公共投資は横ばい、設備投資
は企業収益や業況感が改善する中で増加基調を維
持、輸出入は海外経済の成長を背景に増加基調を
維持しました。

国内外債券市場：期初には欧州中央銀行による早
期の量的緩和策縮小観測などによって先進国金利
は上昇、9月には北朝鮮による核実験といった地政
学リスクなどの影響から一時反落しました。その後
米国では賃金上昇によるインフレ観測により長期
金利は上昇が続き、金融緩和の続く日本では長期
金利は横ばいとまちまちに推移しました。

国内外株式市場：良好なマクロ指標や企業決算か
ら先進国株式市場は年度来高値を更新し続けたも
のの、2月には米長期金利が3%に迫ったことで企
業バリュエーションの悪化懸念から一時10%以上
の調整が入り、その後は横ばいで推移しました。ま
た欧州ではユーロ高の進行や南欧諸国の政治的混
乱が嫌気され、日米を大幅にアンダーパフォームし
ました。

外国為替市場：地政学リスクの高まりや米国での
インフレ進行などの好悪材料が入り乱れ一進一退
の動きが続く中、2月には米国株急落によるリスク
オフの流れや米国の通商政策への懸念から100円
台前半まで円高ドル安が進みました。またユーロ円
相場では、年度を通して一貫した円安ユーロ高が進
みました。
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Ⅶ – 06 反社会的勢力による被害を防止するための基本方針
当社は、保険会社として公共の信頼を維持し、業務の適切性及び健全性を確保するため、犯罪対策閣僚会議幹事
会申合せ（2007年6月19日）による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等及び当社の行動規
範、規程を遵守するとともに、反社会的勢力を排除し被害を防止するための基本方針を定め適切な対応を行ってま
いります。

１．基本原則
①社内態勢の整備及び役職員の安全確保等についての組織的対応態勢
②警察や弁護士等の外部機関との連携
③取引を含めた一切の関係遮断
④有事における民事及び刑事の迅速な法的対応
⑤裏取引や資金提供等の一切の禁止

２．組織的対応
反社会的勢力に対しては、組織的に対応するとともに、役職員等の安全確保を図ります。また、反社会的勢力に
よる不当要求等があった際には、断固とした対応を行います。

３．外部機関との連携
平素より、警察や暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携を図ってまいります。

４．一切の関係遮断
反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係を遮断します。反社会的勢力との取引又は疑いのある取引が
判明した場合には、速やかに契約等の解除又は解除するための必要な措置を講じます。

５．有事への対応
反社会的勢力からの不当要求等については、速やかに事実関係の調査を実施し、経営陣のもと組織的な一元
的管理体制であらゆる民事上の法的手段を講じるとともに、刑事事件とするために必要な法的対応を図りま
す。

６．不正取引の一切の禁止
いかなる理由であれ、反社会的勢力に対する資金提供及び不適切・異例な取引は行いません。
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Ⅷ – 03 個人変額年金保険の状況
（1） 保有契約高

（単位：件、百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

件数 金額 件数 金額
個人変額年金保険 5,320 31,906 3,935 26,026

（注）　個人変額年金保険については、決算日時点で特別勘定投入前の契約における契約高、及び決算日時点の特別勘定残高に係る合計です。

（2） 年度末個人変額年金保険特別勘定資産の内訳
（単位：百万円、％）

区　　分
2016年度末 2017年度末

金額 構成比 金額 構成比
現預金・コールローン 1,804 5.7 1,943 7.5 
有価証券 30,103 94.3 24,121 92.5 

公社債 ̶ ̶ ̶ ̶ 
株式 ̶ ̶ ̶ ̶ 
外国証券 10,459 32.8 8,115 31.1 

公社債 ̶ ̶ ̶ ̶ 
株式等 10,459 32.8 8,115 31.1 

その他の証券 19,643 61.6 16,005 61.4 
貸付金 ̶ ̶ ̶ ̶ 
その他 0 0.0 0 0.0 
貸倒引当金 ̶ ̶ ̶ ̶ 
合計 31,907 100.0 26,064 100.0 

（3） 個人変額年金保険特別勘定の運用収支状況
（単位：百万円）

区　　分
2016年度 2017年度
金額 金額

利息及び配当金等収入 0 0
有価証券売却益 2,268 3,496
有価証券償還益 ̶ ̶ 
有価証券評価益 2,136 891
為替差益 ̶ ̶ 
金融派生商品収益 ̶ ̶ 
その他の収益 ̶ ̶ 
有価証券売却損 47 1
有価証券償還損 ̶ ̶ 
有価証券評価損 954 623
為替差損 ̶ ̶ 
金融派生商品費用 ̶ ̶ 
その他の費用 0 ̶ 
収支差額 3,402 3,763

（４） 個人変額年金保険特別勘定に関する有価証券等の時価情報

① 売買目的有価証券の評価損益
（単位：百万円）

区　　分
2016年度末 2017年度末

貸借対照表計上額 当期の損益に
含まれた評価損益 貸借対照表計上額 当期の損益に

含まれた評価損益
売買目的有価証券 30,103 1,181 24,121 268

② 運用経過
当社の個人変額年金保険の運用は、主に投資信託への投資を通じて行っております。各特別勘定のユニット･プライ
スの変化率は以下のとおりです。

特別勘定名 組入投資信託 特別勘定設定日 直近１年変化率 設定来変化率

日本株式型（Ａ） 大和住銀日本株式ファンドＶＡ
（適格機関投資家限定） 2003年 10月15日 14.46% 72.42% 

日本株式型（Ｂ） フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３
（適格機関投資家専用） 2003年 10月15日 22.54% 72.28% 

日本株式型（Ｃ） インベスコ店頭・成長株オープンＶＡ１
（適格機関投資家私募投信） 2003年 10月15日 36.81% 177.34% 

日本債券型（Ａ） 大和住銀日本債券ファンドＶＡ
（適格機関投資家限定） 2003年 10月15日 △ 0.62% △ 9.73% 

世界株式型（Ａ）
適格機関投資家私募 アライアンス・
バーンスタイン・グローバル・グロース・
オポチュニティーズ－３

2003年 10月15日 13.81% 60.12% 

世界株式型（Ｂ）
キャピタル・グループ・グローバル・
エクイティ・ファンド（ＬＵＸ）／
クラスＺ（適格機関投資家専用）

2003年 10月15日 9.91% 75.72% 

世界債券型（Ａ） インベスコ海外債券オープンＶＡ２
（適格機関投資家私募投信） 2003年 10月15日 1.47% 35.82% 

世界債券型（Ｂ） ピムコ・海外債券ファンド
（適格機関投資家専用） 2003年 10月15日 1.92% 50.47% 

マネー型（Ａ） 現在の短期金融市場の状況を勘案し、
当面は現預金で運用します。 2003年 10月15日 △ 1.49% △ 19.04% 

中国株式型 ＨＳＢＣ チャイナファンドＶＡ
（適格機関投資家専用） 2005年 6月1日 24.64% 180.03% 

ＢＲＩＣＳ株式型 ＧＩＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用） 2007年 7月1日 17.49% 25.78% 

新興成長国債券型 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用） 2007年 7月1日 2.22% △ 6.20% 

世界リート型 ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ
（適格機関投資家専用） 2007年 7月1日 △ 6.28% 0.72% 

グローバル
リーダーズ
積極型

プラチナ・インベストメント・ファンズ－ＰＣＡ
グローバル・バランス・ファンド（積極型） 2002年 10月17日 6.87% 100.07% 

グローバル
リーダーズ
成長型

プラチナ・インベストメント・ファンズ－ＰＣＡ
グローバル・バランス・ファンド（成長型） 2002年 10月17日 3.60% 67.37% 

グローバル
リーダーズ
安定型

プラチナ・インベストメント・ファンズ－ＰＣＡ
グローバル・バランス・ファンド（安定型） 2002年 10月17日 △ 0.89% 10.89% 
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プラチナ インベストメント
（変額個人年金保険：無配当）

ご注意いただきたい事項
この保険は、お支払いいただいた保険料を、投資信託等を主な投資対象とする
特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来お受け取りになる年金額、 
死亡保険金額または解約返戻金額等が変動（増減）するしくみの生命保険です。

ご契約時において将来お受け取りになる年金額は決まっておりません。また、お受け取りにな
る年金額、積立金額及び解約返戻金額に最低保証はありません。この保険は、主に国内外の
株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減に
つながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額、解約返戻金額は払込
保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。また、年金支払開始日における
基礎率等（予定利率、予定死亡率等）によって年金額が決まります。

この保険にかかる諸費用について
積立期間中には「保険契約関係費」として、特別勘定の積立金額に対して年率1.5％／365を乗じた金額を毎
日控除します。また、「保険契約維持費」として、積立金額が月単位の契約応当日の前日末現在で150万円未
満の場合、毎月の契約応当日の前日末に300円を控除します。さらに「資産運用関係費用」（注）として、各特
別勘定で保有している各投資信託の時価総額に対して年率0％～約1.0908％／365を乗じた金額を、特別
勘定が投資対象とする投資信託において毎日控除します。年金受取期間中には「年金管理費」として、年金受
取金額に対して1.0％を年金受取日に責任準備金から控除します。

（注） 資産運用関係費用は、投資信託の中で支払われる運用・信託報酬の年率数値を表示しています。なお、当該投資信
託が他の投資信託を投資対象としている場合は、投資先投資信託の運用報酬等を合算しています。そのほか、監査
報酬、信託事務の諸費用、信託財産留保額、有価証券の売買委託手数料、銀行手数料及び消費税等の税金等がかか
る場合がありますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。ま
た、これらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれ、特別勘定のユニットプライスに反映されます。したがっ
て、お客様はこれらの費用を間接的に負担することになります。また、資産運用関係費用は、基本配分比率をもとに
計算しており、実際の資産配分状況に応じて変動します。運用スキームの変更、運用資産額の変動により将来変わ
る可能性があります。なお、「資産運用関係費用」は特別勘定ごとに異なりますので、詳しくは「契約締結前交付書面
（契約概要／注意喚起情報）」等をご覧ください。

解約控除について
ご契約日（増額部分については増額日）から7年以下に解約または減額等を行う場合、積立金額から解約控
除額（解約控除対象額に対して7～1％）が差し引かれます。詳しくは「契約締結前交付書面（契約概要／注意
喚起情報）」等をご覧ください。

本資料は、お客様が資産形成をされるうえでの参考資料としてご覧いただくもので、保険募集を目的としたものでは
ありません。商品の詳細については、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款／
特別勘定のしおり」を必ずお読みいただき、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識、契約者等の不利益と
なる事項やリスク等について十分にご理解ください。

② 金銭の信託の時価情報
該当ありません。

③ 個人変額年金保険特別勘定のデリバティブ取引の時価情報
該当ありません。

該当ありません。

Ⅸ. 保険会社及びその子会社等の状況
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